
会長年度挨拶

海岸地区まちぢから協議会
会長　林　正明

緑豊かな初夏を迎え、動物や植物も生を謳歌
し始めたこの時期は、私も一年の中で、一番好
きな季節です。
今年の４月で平成は終わりましたが、平成の３０
年間はバブルの崩壊、地下鉄サリン事件、ニュー
ヨークのテロ、ベルリンの壁の崩壊、阪神淡路
大震災、東日本大震災等の各地での地震や、火
山噴火、大雨や土砂崩れの被害、実感無き経済
成長など国内、国外共、余り良い印象の持てな
い感じの３０年でした。
新元号が「令和」に変わるに当たり、皆が心寄
せ合い「和」を以て、自助、共助を意識した、穏
やかな時代になって欲しいと願います。
「海岸地区まちぢから協議会」も今年度で４年
目を迎えました。３０年度の活動といたしましては、
地域防災訓練、新市長を迎えての市民集会、高
砂緑地での梅まつり、そして２９年度から続けて

おります地域全体での感震ブレーカー設置活動
は、３０年度で地域全自治会員の５０％以上に設置
できました。今年度も継続し、目標の７０％以上
を達成できる様、皆様のご協力を得て頑張ります。
広報紙の発行も今回で２回目となり、段々と充
実させる事が出来、今年度中に３号を発行する予
定です。また、３０年度認定コミュニティ特定事
業助成金の事業認定を受けて、海岸地区の公園
等、４ケ所に掲示板の設置を行いました。
今年度も引き続き掲示板の設置活動を行い、
数年間をかけて地域の１２ヵ所位に設置したいと
考えています。
そして今年度の新事業として、東日本大震災
以後８年間以上実施されていない「盆踊り」を「海
岸地区盆踊り」として復活させ、８月１７日に東海
岸小学校グラウンドにて開催すべく準備をはじめ
ました。地域の大勢の皆様が参加されて、楽し
い一夜を過ごしていただく事を夢見て、実行委
員一同頑張っています。
これからも、上記の様な地域活動、行事を益々
充実させて、さらに新たな企画を検討し、地域
の皆様に喜んでいただける様な「海岸地区まちぢ
から協議会」を目指します。皆様のご協力を、宜
しくお願いいたします。
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海岸地区まちぢから協議会には広報部会、防災安全部
会、イベント企画部会が組織され、それぞれ、まちぢか
ら協議会の活動の一端を担っています。
防災に関する資格を持っている、写真撮影が趣味、ホー
ムページを作ったことがある、広報紙発行の経験がある
方などで、まちぢから協議会の活動に関心のある方のお
力を求めています。ぜひご参加ください。
ご参加いただける方は、メールアドレス
 kaigan.machidikara@gmail.com  にご連絡ください。

部会員募集 !!部会員募集 !!



海岸地区まちぢから協議会組織図（令和元年5月現在）
広報紙の発行
ホームページの作成・維持・管理
掲示板設置の計画・管理

防災訓練の実施に関すること
安全・安心な暮らしに関すること

市民集会、合同新年会、梅まつり等主催
共催する催しに関すること

広報部会
部会長　真野宗直

防災安全部会
部会長　石井正憲

イベント企画部会
部会長　丸山　泰

役員会

会　長

監　事

運営委員会
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　広報掲示板を設置しました。
海岸地区まちぢから協議会では、広報紙（本紙）やホームページ

を用いて、地区内の皆さまに活動をお知らせしています。しかし、
自治会に加入されていない方やホームページを閲覧できない方に
も、情報を広くお伝えすることが課題です。
その手段の一つとして、茅ヶ崎市の認定コミュニティ特定事業助
成金を活用して、地区内に広報掲示板を設置していくこととなり、
平成30年度は次の4箇所に設置しました。
・高砂緑地南東側入口付近 （東海岸北一丁目）
・東海岸南第3公園東側 （東海岸南三丁目）
・ほし潮香公園北西側 （東海岸南四丁目）
・東海岸南第5公園西側 （東海岸南六丁目）
今後２～３年で、東海岸地区全域に広報掲示板を設置していく計
画です。地域のすべての皆様に、まちぢから協議会ほか各団体から
の情報を広くお伝えし、東海岸地区のコミュニティづくりのツールと
して活用していきたいと思います。

東海岸南第3公園東側 東海岸南第5公園西側

高砂緑地南東側入口付近

ほし潮香公園北西側



令和元年度運営委員一覧
 役　職  氏　名  所 属
 会　長 林　　正明 東海岸北二丁目自治会
 副会長 真野　宗直 東海岸南三丁目自治会
 副会長 鈴鹿　隆司 海岸地区社会福祉協議会
 書　記 今泉　　勲 東海岸小学校区
    　青少年育成推進協議会
 会　計 小島　　茂 東海岸南五丁目自治会
 監　事 渡辺　　功 東海岸北一丁目自治会
 監　事 石井　正憲 推薦委員
 委　員 米井　博之 東海岸北三丁目自治会
 委　員 渡辺　末一 東海岸北四丁目自治会
 委　員 三橋　士郎 東海岸北五丁目自治会
 委　員 瀧　　且裕 東海岸南二丁目自治会
 委　員 加嶋　武彦 東海岸南四丁目自治会
 委　員 和田　智弘 東海岸南六丁目自治会
 委　員 小林　正尚 パシフィックガーデン
    　茅ヶ崎自治会
 委　員 丸山　　泰 海岸地区民生委員
    　児童委員協議会
    東海岸南一丁目自治会
 委　員 原　　京子 茅ヶ崎小学校区
    　青少年育成推進協議会
 委　員 加藤　大嗣 東海岸地区体育振興会
 委　員 山田　敏夫 海岸地区コミュニティセンター
    　管理運営委員会
 委　員 町田奈津美 地域包括支援センターあい
 委　員 山本　幸子 ボランティアセンター海岸
 委　員 福井　正惠 公募委員
 委　員 山田　秀砂 推薦委員
 委　員 登尾　泉美   推薦委員

平成30年度決算報告・令和元年度予算
【収入】  （単位：円）
 項　目 30年度決算 元年度予算   
 前年度繰越金 68,068 14,128
 認定コミィニティ助成金 250,000 250,000
 防災訓練補助金 210,000 210,000
 防災訓練自治会分担金 116,000 116,000
 合同新年会祝い金 175,500 180,000
 梅まつり売上金等 361,704 362,000
  計 1,181,272 1,132,128
【支出】  （単位：円）
 項　目 30年度決算 元年度予算   
 事務費 55,944 60,000
 会議費 48,000 50,000
 広報啓発費 121,658 150,000
 事業費 941,542 872,128
 小　計 1,167,144 1,132,128
 市への返還金 0 0
 次年度繰越金 14,128 0
 計 1,181,272 1,132,128

認定コミュニティ特定事業助成金
（単位：円）

 項目 収　入 支　出
 広報紙発行事業 210,000 199,260
 掲示板設置事業 1,000,000 918,608
 市への返還金 ー 92,132
 計 1,210,000 1,210,000
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事業項目
海岸地区まちぢから
協議会の運営に関す
ること
広報活動の強化検討

海岸地区感震ブレー
カー設置事業
盆踊りの開催

海岸地区市民集会

海岸地区防災訓練
海岸地区新年会
梅まつり

実施予定日

通年

通年

令和元年 8月17日

令和元年 10月5日
 
令和元年 10月19日
令和２年 1月11日
令和２年 2月11日

内　容
○海岸地区まちぢから協議会の目的を達成するための事業等
について、役員会・運営委員会等で随時協議していく
○総会、役員会、運営委員会の開催のほか運営に関する事務
○ホームページの運営、広報紙発行（6/15、12/15予定）及
び掲示板の設置（4ヶ所を予定）に関する協議をしていく
○大規模地震時の通電火災対策のため、設置個数1,150個
を目標に実施する
○地域住民の連帯感が高まり、地震などの災害時に自助・共
助の力を発揮するため盆踊りを開催する
○地区住民が感じている茅ヶ崎市の課題等について、行政と
協議することを目的に開催する
○実行委員会を設け、運営方法を協議していく
○実行委員会を設け、実施計画を協議していく
○実行委員会を設け、茅ヶ崎南地区まちぢから協議会との共
催をより積極的に実行計画を協議していく

令和元年度事業計画



・ 非常に地価の高い海岸地区では新たな用地
を取得するのは難しい。神奈川県警の独身
寮を移転し、そこに集会施設を建設する以
外の選択肢はないと考える。

・ 集会施設の確保のため賃借物件を捜してい
るが、市の補助は月額5万円までということ
で地域の負担も大変大きくなっている。

◀総務部長からの回答（要旨）
・ 海岸地区コミュニティセンターは昭和61年に
設置された地域集会施設であり、床面積300
㎡と市内の地域集会施設の中でも狭く、市民
集会などが開催できないことは認識している。

・ 海岸地区では一定規模の公有地がない中で
は、警察独身寮用地は地域集会施設など地域
の活動拠点としては十分な面積であると認識し
ている。茅ヶ崎警察署に移転等の予定がある
のかを確認したところ、現段階では明確な情報
はないとの回答を得ている。

・ 警察独身寮は、土地は神奈川県が所有、建物
は神奈川県警察が所有し茅ヶ崎警察署が管理
している。県が所有地を処分する場合、一般
的には①県として利活用、②所在する自治体へ
の買い取り打診、③民間への売却、という順で
進められる。しかし、厳しい財政状況の中で、
警察独身寮用地を買い取り、市として新事業
に取り組むことは非常に困難である。

・ 地域集会施設のほか、地区内にある小・中学
校や、茅ヶ崎公園体験学習センター「うみかぜ
テラス」をはじめとした近隣地域にある施設を、
有効に活用いただきたい。

▶市民からの質問１
・ 市の回答には「茅ヶ崎警察署に移転等の予定が
あるのか確認したところ、残念ながら現段階で
は明確な情報はないとの回答を得ております。」

◀市民安全部長からの回答
・ 平成30年度はＧＩＳを使用し有効性は認識でき
たが、運用業務の支援委託料やライセンス使
用料などに加え、ＰＣ機器等の機材費用もかか
るため、早急に導入することは困難である。

・ 当面は、紙媒体による情報受伝達訓練の充実
を図る方向で、市職員の研修を進めていきた
い。限られた財政の中で、市の事業の優先事
項を見極めながら検討していく。

▶市民からの質問２
・ 高砂コミュニティセンターやブランチ茅ヶ崎な
どの茅ヶ崎市の公共施設には公衆無線LAN
（茅ヶ崎市FREESPOT）が導入されている。防
災拠点である公立小中学校への導入を即座に
進めることが困難と回答されているが、既存
のものを利用すれば可能ではないか。

◀企画部長からの回答
・ 小中学校の無線ＬＡＮの設備の拡充については
検討している。しかし、既にＪＣＯＭの配線が
導入されているため、それを利用して対応で
きないかを検討している。

・ 既存の公衆無線ＬＡＮ（茅ヶ崎市FREESPOT）
があることを伺ったので、具体的に検討する。

（3） 海岸地区における
 集会施設の整備について

・ 昨年の市民集会では、地域の集会施設が未
整備である湘北地区や松林地区を優先すると
いう回答だった。しかし、これら地域には海
岸地区コミュニティセンターよりも部屋数や
収容人数が多い公民館があり、海岸地区の
集会施設の問題は最優先でお願いしたい。

30世帯に対して一ヶ所設置してもらいたい。地
域の方から土地を提供してもらったり、道路の
片隅に設置したりしている。開発された場所ご
とに集積場所を新規に設置することは難しい。

（2） 公助につなげる情報伝達について

・ 災害の発生時に、市は災害情報をどのよう
に収集・把握しているのか。最近はスマー
トホンやＳＮＳを利用しインターネットの活用
が普及している。そのような環境下で、市
ではどのようにそれらを利用する計画がある
のか説明いただきたい。

◀市民安全部長からの回答（要旨）
・ 情報の集約・分析、被害状況の共有、最新の
対応状況の把握を的確に行い、災害対策本部
の意思決定を支援するシステムとして、平成２
８年度より「茅ヶ崎市災害対応ＧＩＳシステム」を
本格導入した。災害対策本部での活用を想定
したものであり、災害対策地区防災拠点であ
る公立小中学校での活用は想定していない。

・ 今年度の海岸地区防災訓練において、災害対
策地区防災拠点との情報共有にも活用できる
ことが分かった。しかし、現システムを地域の
中で活用するには、費用面や設備面等で課題
があり、インターネットを活用した情報収集、
情報共有の方法を研究していく。

・ 災害対策地区防災拠点である公立小中学校に
公衆無線ＬＡＮ環境が整えば、災害対策本部へ
の情報提供や、避難者による災害情報の収集、
地域や避難者の間での安否確認などが円滑に
行うことができる。ＬＡＮ環境の整備など災害対
策地区防災拠点の機能強化に向けて検討する。

▶市民からの質問１
・ 情報受伝達は、市民にとって公助につながる
最も重要なものであり、今年度はＧＩＳを利用し
た結果、非常にうまくいった。

・ 平成31年10月に予定している海岸地区の防災
訓練では、インターネットの利用についてどの
程度準備ができているか教えていただきたい。

（2）ごみ処理に関する課題への取り組み
企画部長から、ごみ処理に関する課題への取

り組みが説明された。
・ ごみの減量化、ごみ処理施設の老朽化対策、
ごみ処理経費（年間30億円程度）の削減が課題。

・ ごみ処理の課題への対応策について、今後一
定の方向性を示していきたい。
⇒４Ｒ活動－Refuse（断る）、Reduce（減らす）、
Reuse（再利用）、Recycle（再資源化）の推進
⇒啓発の強化、さらなる資源化の検討、家庭ご
み有料化の検討、戸別収集の検討

（1） 雄三通りの歩道部分の
      バリアフリー化について

・ 鉄砲道以南の雄三通りの歩道部分は、歩道
の幅が狭く、急な勾配や横方向の傾きがあ
り車椅子や高齢者の通行に際して非常に危
険な状況にある。

・ 雄三通りは海岸地区住民の生活基幹道路で
あり市民の重要な生活道路である。改修を
県に対して強く働きかけていただきたい。

・ 県道である雄三通りの改修に関して、市が
雄三通りの管理を県から引き継ぎ、市道と
して管理すれば、解決の方向に進むのでは
ないか。

◀企画部長からの回答（要旨）
・ 幅員20ｍの道路として昭和54年8月に都市
計画が決定された県道310号（雄三通り）は、
交通量に対し幅員が狭く、鉄砲道以南におい
て歩道での段差が多いことは市も認識してい

る。雄三通りを安全安心な道路とするため、
神奈川県に対して道路拡幅や歩道整備を要望
している。

・ 神奈川県は当面の対策として、歩道上の側溝
蓋の補修や歩道切り下げ部分の勾配を緩やか
にするなど、歩行者が歩きやすいよう整備に努
めている。

・ 歩行者や車椅子の安全安心を第一に考え、雄
三通りの道路拡幅や歩道整備について、事業
主体や整備手法も含め、中長期的な視点に立っ
て課題解決に向けて神奈川県と協議していく。

▶市民からの質問１
・ まちぢから協議会は雄三通りの県から市への
移管を提案しているが、それに関連する財政
の問題に触れていない。市への移管には賛成
だが、きちんと管理ができるのか。

●まちぢから協議会からの補足説明（林会長）
・ 40年前の計画では幅20メートルで国道134
号線から茅ヶ崎駅を地下道で超え、国道1号
線と寒川までつながる壮大な計画だった。しか
し、現在そのような計画は実現不可能である。

・ 県が予算を組む場合、重要なところから予算
化する。県からみれば、雄三通りは全く重要で
はないため、県に対して整備を要望しても非常
に難しいと認識している。

・ 雄三通りの排水計画は、スリットが入ったＵ字
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開催日時：平成31年2月16日（土）13時30分～ 16時
開催場所：うみかぜテラス2階1、2集会室
出席者数：地区市民／ 72名、県会・市会議員／ 4名、行政／市長ほか23名　計99名

開催日時：平成31年2月16日（土）13時30分～ 16時
開催場所：うみかぜテラス2階1、2集会室
出席者数：地区市民／ 72名、県会・市会議員／ 4名、行政／市長ほか23名　計99名

・ 1月に開設された本日の会場「うみかぜテラス」
は、茅ヶ崎南地区にあり海岸地区には広い集会
施設がない。海岸地区の市民集会を海岸地区
内の会場で開催できることを切に望んでいる。

・ 茅ヶ崎駅南口の喫煙場所が撤去され室内型の
喫煙施設が昨年12月に完成した。チャドクガ
問題のあった鉄砲道の椿は防火に強い樹木に
植え替えられ歩道も拡幅された。このように、
行政に対して地域の要望を粘り強く希望を持っ
て訴えて行けば実現できることが理解できた。

・ 市民の要望の中には県や国の行政に関係する事
案も多い。佐藤市長の県会議員としての実績を
活かして、茅ヶ崎市民の要望を県行政に強くア
ピールし実現に向けて頑張っていただきたい。

市の状況について、資料「将来に向けた大切
な取り組み開始の年」に沿って、財政状況の推移、
市民との協議事項などが説明された。
 

（1）財務状況について
財務部長から、これまでの財政状況の推移に

ついて説明があった。
・ 平成30年度の予算総額は1,400億円を確保。
政策体系別で一番大きな割合を占めるのが福
祉関係の41.7％、約584億円。

・ 平成16年から平成30年までの一般会計では、
市税は350億円程度で推移している。市税収入
の内、市民税固定資産税が約9割を占めている。

・ 扶助費（生活保護や保育園など福祉に関わる
経費）が、この10年で100億円増加している。
増大する扶助費の費用を、他の事業の見直し

と行政改革等により捻出している。
・ 普通建設事業費がここ数年増加している。耐
震性の低い建築物の安全性確保、老朽化した
施設の再生事業が、平成26年度以降、普通
建設事業の6～7割となっている。

・ 一般会計から福祉関係特別会計（後期高齢者
医療事業、介護保険事業）への繰出金が増加
している。

・ 市債残高は平成15年度をピークに減少傾向に
あったが、ここ数年は一般会計事業債が施設
の老朽化対策費用の増加に連動して若干増加
している。

・ 一般会計の臨時財政対策費が継続的に増加し
ている。国から地方交付税として交付されるも
のだが、国が財政難のため自治体が代わって
借金をしており、借金残高が増加している。

来年度予算は骨格予算で組み、6月以降の新
しい議会の中で、肉付けの政策的な部分をしっか
りと議論していく。今日いただいたご意見、また
事前にいただいているご要望をしっかりと受け止
めながら、茅ヶ崎市として捉えていく。

（3）期総合計画の策定に向けた取り組み
企画部長から、次期総合計画の策定に向けた
取り組みが説明された。
・ 2021年度からの次期総合計画の策定に向け
て、総合計画審議会等で意見をいただきなが
ら、2019年度中に概ねの骨子を策定する。
今年の夏に各地区を回り市民の意見を伺う計
画である。

市からの情報提供

主催者挨拶（林会長） 佐藤市長挨拶

溝だったり、マスを入れて排水しているなど排
水計画に一貫性がない。県道であるため市の
下水道課だけでは対応できない。

・ まちぢから協議会の要望は、道路の拡幅とか、
用地買収して歩道を広げてほしいとかではな
く、現在ある7.5メートルの道路をきちっと整
備していただきたいということである。

・ 高砂通りは、バリアフリーで下水排水方式もスリッ
ト型で作られている。雄三通りは高砂通りよりも
幅員があり、同じ様に整備できるのではないか。

・ 市に移管すれば早期に解決できるのではない
か。市の回答に「今後は事業主体や整備手法
も含めたあらゆる可能性を模索していく」とあ
るが、「事業主体」はどうするかを具体的に説明
し、今後3～5年の間にこの危険な歩道の問題
を解決してもらいたい。

▶市民からの質問２
・ 雄三通りの歩道上にごみネッ
トが置かれている。ミラーも
そばにあり車いすは通れな
い。市はごみネットの設置を
指導・管理しているのか。

◀企画部長からの回答
・ 市が雄三通りを管理するとなると市の財政負担
の問題が出てくる。県から管理を引き継ぐ提
案は承り、協議もしたいが、なかなか難しい部
分もある。

・ バリアフリー化については、まずは粘り強く改
修について県に要望していきたい。昨年度の
市民集会以降、企画部から県に対して訴えて
きた結果、少しずつ改修が進んでいる。

◀建設部長からの回答
・ 現地を確認したところ、外側線（白いライン）
や横断歩道が薄くなっている。非常に危険で
あるため、バリアフリーと合わせて神奈川県の
藤沢土木事務所に強く申し入れをしていくとと
もに、今できる改善も要望していく。

◀環境部長からの回答
・ ごみの集積場所は、基本的には20世帯から
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（4） 海岸のごみ収集について

・ 海岸のごみは各自が持ち帰るよう指示があ
り、以前あったごみ箱は撤収されている。
ごみの持ち帰りはマナーとしては大変良いこ
とだが、現実問題として、ごみを持ってバス
や電車に乗るのは難しい。

・ 結果として、バス停近くのマンションのゴミ
集積場所などにごみが放置される状況があ
り、近隣住民が迷惑している。マナー向上や
啓蒙とともに、ごみ収集車による回収なども
現実的な対応として再考いただけないか。

◀環境部長からの回答（要旨）

・ 海岸のごみ箱は平成26年度まで設置していた
が、排出量の増大に伴いごみ箱が溢れ、悪臭
の発生やネズミによる被害等の景観及び衛生
の面で支障をきたし撤去した。改めて海岸にご
み箱を設置することは考えていない。

・ ごみ収集の時間及び曜日変更も、市内全域で
の収集スケジュールの調整が必要となり、多く
の市民へ多大な影響を及ぼすため実現は困難。

・ 不適正排出の防止に向け、更なる啓発活動の推
進を行い、集積場所への啓発看板の掲示及び不
適正排出防止のため監視カメラ等を設置する。

・ バーベキュー関連商品を取り扱うコンビニ等の
事業者に対し、ごみの持ち帰り、地域の集積
場所への不適正排出防止の注意喚起を促す啓
発ポスターの掲示を依頼する。

・ 集積場所に対する不適正排出を抑制するにあ
たり、警察とも連携し、海岸だけでなく、地域
全体の美化が守られるよう、更に効果的な周
知啓発に努める。

とある。しかし、南二丁目が警察独身寮敷地内
に置いている防災倉庫について、用地借用契約
の更新手続きの際に令和2年7月までと言われ
た。令和2年7月以降に独身寮廃止があるので
はないか。茅ヶ崎市は既に認識しているか。

▶市民からの質問２
・ 県に対して我々の要望をもっときちんと伝えて
もらいたい。令和2年7月以降に廃寮になる
のか、一刻も早く確認してほしい。既に県が用
地売却等の手続きを開始している可能性もあ
る。真剣に取り組んでほしい。

◀総務部長からの回答
・ 海岸地区の大きな課題だとは十分に認識して
いる。きちんと要望を伝えながら茅ヶ崎警察に
確認したところ、「明確な情報はない」とのこと
だった。しかし、令和2年7月の情報については、
再度茅ヶ崎警察に確認する。

・ 警察独身寮用地の買い取りは財政的に困難であ
り、既存の公共施設の再整備なども進めていく。

▶市民からの質問３
・ 茅ヶ崎警察署移転先は茅ヶ崎市が所有する土
地であれば、県の所有地である警察独身寮用
地を等価交換という形で、市が利用することは
できないか。

◀企画部長からの回答
・ 茅ヶ崎警察署移転先用地は既に県が市から購
入済みである。

◇補足
 後日、市民自治推進課長から、林会長へ次の
内容の電話連絡があった。

令和2年8月1日で警察署独身寮は廃寮となり、
用地は県警察本部から県の管理となる。



・ 非常に地価の高い海岸地区では新たな用地
を取得するのは難しい。神奈川県警の独身
寮を移転し、そこに集会施設を建設する以
外の選択肢はないと考える。

・ 集会施設の確保のため賃借物件を捜してい
るが、市の補助は月額5万円までということ
で地域の負担も大変大きくなっている。

◀総務部長からの回答（要旨）
・ 海岸地区コミュニティセンターは昭和61年に
設置された地域集会施設であり、床面積300
㎡と市内の地域集会施設の中でも狭く、市民
集会などが開催できないことは認識している。

・ 海岸地区では一定規模の公有地がない中で
は、警察独身寮用地は地域集会施設など地域
の活動拠点としては十分な面積であると認識し
ている。茅ヶ崎警察署に移転等の予定がある
のかを確認したところ、現段階では明確な情報
はないとの回答を得ている。

・ 警察独身寮は、土地は神奈川県が所有、建物
は神奈川県警察が所有し茅ヶ崎警察署が管理
している。県が所有地を処分する場合、一般
的には①県として利活用、②所在する自治体へ
の買い取り打診、③民間への売却、という順で
進められる。しかし、厳しい財政状況の中で、
警察独身寮用地を買い取り、市として新事業
に取り組むことは非常に困難である。

・ 地域集会施設のほか、地区内にある小・中学
校や、茅ヶ崎公園体験学習センター「うみかぜ
テラス」をはじめとした近隣地域にある施設を、
有効に活用いただきたい。

▶市民からの質問１
・ 市の回答には「茅ヶ崎警察署に移転等の予定が
あるのか確認したところ、残念ながら現段階で
は明確な情報はないとの回答を得ております。」

◀市民安全部長からの回答
・ 平成30年度はＧＩＳを使用し有効性は認識でき
たが、運用業務の支援委託料やライセンス使
用料などに加え、ＰＣ機器等の機材費用もかか
るため、早急に導入することは困難である。

・ 当面は、紙媒体による情報受伝達訓練の充実
を図る方向で、市職員の研修を進めていきた
い。限られた財政の中で、市の事業の優先事
項を見極めながら検討していく。

▶市民からの質問２
・ 高砂コミュニティセンターやブランチ茅ヶ崎な
どの茅ヶ崎市の公共施設には公衆無線LAN
（茅ヶ崎市FREESPOT）が導入されている。防
災拠点である公立小中学校への導入を即座に
進めることが困難と回答されているが、既存
のものを利用すれば可能ではないか。

◀企画部長からの回答
・ 小中学校の無線ＬＡＮの設備の拡充については
検討している。しかし、既にＪＣＯＭの配線が
導入されているため、それを利用して対応で
きないかを検討している。

・ 既存の公衆無線ＬＡＮ（茅ヶ崎市FREESPOT）
があることを伺ったので、具体的に検討する。

（3） 海岸地区における
 集会施設の整備について

・ 昨年の市民集会では、地域の集会施設が未
整備である湘北地区や松林地区を優先すると
いう回答だった。しかし、これら地域には海
岸地区コミュニティセンターよりも部屋数や
収容人数が多い公民館があり、海岸地区の
集会施設の問題は最優先でお願いしたい。

30世帯に対して一ヶ所設置してもらいたい。地
域の方から土地を提供してもらったり、道路の
片隅に設置したりしている。開発された場所ご
とに集積場所を新規に設置することは難しい。

（2） 公助につなげる情報伝達について

・ 災害の発生時に、市は災害情報をどのよう
に収集・把握しているのか。最近はスマー
トホンやＳＮＳを利用しインターネットの活用
が普及している。そのような環境下で、市
ではどのようにそれらを利用する計画がある
のか説明いただきたい。

◀市民安全部長からの回答（要旨）
・ 情報の集約・分析、被害状況の共有、最新の
対応状況の把握を的確に行い、災害対策本部
の意思決定を支援するシステムとして、平成２
８年度より「茅ヶ崎市災害対応ＧＩＳシステム」を
本格導入した。災害対策本部での活用を想定
したものであり、災害対策地区防災拠点であ
る公立小中学校での活用は想定していない。

・ 今年度の海岸地区防災訓練において、災害対
策地区防災拠点との情報共有にも活用できる
ことが分かった。しかし、現システムを地域の
中で活用するには、費用面や設備面等で課題
があり、インターネットを活用した情報収集、
情報共有の方法を研究していく。

・ 災害対策地区防災拠点である公立小中学校に
公衆無線ＬＡＮ環境が整えば、災害対策本部へ
の情報提供や、避難者による災害情報の収集、
地域や避難者の間での安否確認などが円滑に
行うことができる。ＬＡＮ環境の整備など災害対
策地区防災拠点の機能強化に向けて検討する。

▶市民からの質問１
・ 情報受伝達は、市民にとって公助につながる
最も重要なものであり、今年度はＧＩＳを利用し
た結果、非常にうまくいった。

・ 平成31年10月に予定している海岸地区の防災
訓練では、インターネットの利用についてどの
程度準備ができているか教えていただきたい。

（2）ごみ処理に関する課題への取り組み
企画部長から、ごみ処理に関する課題への取

り組みが説明された。
・ ごみの減量化、ごみ処理施設の老朽化対策、
ごみ処理経費（年間30億円程度）の削減が課題。

・ ごみ処理の課題への対応策について、今後一
定の方向性を示していきたい。
⇒４Ｒ活動－Refuse（断る）、Reduce（減らす）、
Reuse（再利用）、Recycle（再資源化）の推進
⇒啓発の強化、さらなる資源化の検討、家庭ご
み有料化の検討、戸別収集の検討

（1） 雄三通りの歩道部分の
      バリアフリー化について

・ 鉄砲道以南の雄三通りの歩道部分は、歩道
の幅が狭く、急な勾配や横方向の傾きがあ
り車椅子や高齢者の通行に際して非常に危
険な状況にある。

・ 雄三通りは海岸地区住民の生活基幹道路で
あり市民の重要な生活道路である。改修を
県に対して強く働きかけていただきたい。

・ 県道である雄三通りの改修に関して、市が
雄三通りの管理を県から引き継ぎ、市道と
して管理すれば、解決の方向に進むのでは
ないか。

◀企画部長からの回答（要旨）
・ 幅員20ｍの道路として昭和54年8月に都市
計画が決定された県道310号（雄三通り）は、
交通量に対し幅員が狭く、鉄砲道以南におい
て歩道での段差が多いことは市も認識してい

る。雄三通りを安全安心な道路とするため、
神奈川県に対して道路拡幅や歩道整備を要望
している。

・ 神奈川県は当面の対策として、歩道上の側溝
蓋の補修や歩道切り下げ部分の勾配を緩やか
にするなど、歩行者が歩きやすいよう整備に努
めている。

・ 歩行者や車椅子の安全安心を第一に考え、雄
三通りの道路拡幅や歩道整備について、事業
主体や整備手法も含め、中長期的な視点に立っ
て課題解決に向けて神奈川県と協議していく。

▶市民からの質問１
・ まちぢから協議会は雄三通りの県から市への
移管を提案しているが、それに関連する財政
の問題に触れていない。市への移管には賛成
だが、きちんと管理ができるのか。

●まちぢから協議会からの補足説明（林会長）
・ 40年前の計画では幅20メートルで国道134
号線から茅ヶ崎駅を地下道で超え、国道1号
線と寒川までつながる壮大な計画だった。しか
し、現在そのような計画は実現不可能である。

・ 県が予算を組む場合、重要なところから予算
化する。県からみれば、雄三通りは全く重要で
はないため、県に対して整備を要望しても非常
に難しいと認識している。

・ 雄三通りの排水計画は、スリットが入ったＵ字
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市の状況について、資料「将来に向けた大切
な取り組み開始の年」に沿って、財政状況の推移、
市民との協議事項などが説明された。
 

（1）財務状況について
財務部長から、これまでの財政状況の推移に

ついて説明があった。
・ 平成30年度の予算総額は1,400億円を確保。
政策体系別で一番大きな割合を占めるのが福
祉関係の41.7％、約584億円。

・ 平成16年から平成30年までの一般会計では、
市税は350億円程度で推移している。市税収入
の内、市民税固定資産税が約9割を占めている。

・ 扶助費（生活保護や保育園など福祉に関わる
経費）が、この10年で100億円増加している。
増大する扶助費の費用を、他の事業の見直し

と行政改革等により捻出している。
・ 普通建設事業費がここ数年増加している。耐
震性の低い建築物の安全性確保、老朽化した
施設の再生事業が、平成26年度以降、普通
建設事業の6～7割となっている。

・ 一般会計から福祉関係特別会計（後期高齢者
医療事業、介護保険事業）への繰出金が増加
している。

・ 市債残高は平成15年度をピークに減少傾向に
あったが、ここ数年は一般会計事業債が施設
の老朽化対策費用の増加に連動して若干増加
している。

・ 一般会計の臨時財政対策費が継続的に増加し
ている。国から地方交付税として交付されるも
のだが、国が財政難のため自治体が代わって
借金をしており、借金残高が増加している。

（3）期総合計画の策定に向けた取り組み
企画部長から、次期総合計画の策定に向けた
取り組みが説明された。
・ 2021年度からの次期総合計画の策定に向け
て、総合計画審議会等で意見をいただきなが
ら、2019年度中に概ねの骨子を策定する。
今年の夏に各地区を回り市民の意見を伺う計
画である。

1部　事前質問についての質疑応答

溝だったり、マスを入れて排水しているなど排
水計画に一貫性がない。県道であるため市の
下水道課だけでは対応できない。

・ まちぢから協議会の要望は、道路の拡幅とか、
用地買収して歩道を広げてほしいとかではな
く、現在ある7.5メートルの道路をきちっと整
備していただきたいということである。

・ 高砂通りは、バリアフリーで下水排水方式もスリッ
ト型で作られている。雄三通りは高砂通りよりも
幅員があり、同じ様に整備できるのではないか。

・ 市に移管すれば早期に解決できるのではない
か。市の回答に「今後は事業主体や整備手法
も含めたあらゆる可能性を模索していく」とあ
るが、「事業主体」はどうするかを具体的に説明
し、今後3～5年の間にこの危険な歩道の問題
を解決してもらいたい。

▶市民からの質問２
・ 雄三通りの歩道上にごみネッ
トが置かれている。ミラーも
そばにあり車いすは通れな
い。市はごみネットの設置を
指導・管理しているのか。

◀企画部長からの回答
・ 市が雄三通りを管理するとなると市の財政負担
の問題が出てくる。県から管理を引き継ぐ提
案は承り、協議もしたいが、なかなか難しい部
分もある。

・ バリアフリー化については、まずは粘り強く改
修について県に要望していきたい。昨年度の
市民集会以降、企画部から県に対して訴えて
きた結果、少しずつ改修が進んでいる。

◀建設部長からの回答
・ 現地を確認したところ、外側線（白いライン）
や横断歩道が薄くなっている。非常に危険で
あるため、バリアフリーと合わせて神奈川県の
藤沢土木事務所に強く申し入れをしていくとと
もに、今できる改善も要望していく。

◀環境部長からの回答
・ ごみの集積場所は、基本的には20世帯から

（4） 海岸のごみ収集について

・ 海岸のごみは各自が持ち帰るよう指示があ
り、以前あったごみ箱は撤収されている。
ごみの持ち帰りはマナーとしては大変良いこ
とだが、現実問題として、ごみを持ってバス
や電車に乗るのは難しい。

・ 結果として、バス停近くのマンションのゴミ
集積場所などにごみが放置される状況があ
り、近隣住民が迷惑している。マナー向上や
啓蒙とともに、ごみ収集車による回収なども
現実的な対応として再考いただけないか。

◀環境部長からの回答（要旨）

・ 海岸のごみ箱は平成26年度まで設置していた
が、排出量の増大に伴いごみ箱が溢れ、悪臭
の発生やネズミによる被害等の景観及び衛生
の面で支障をきたし撤去した。改めて海岸にご
み箱を設置することは考えていない。

・ ごみ収集の時間及び曜日変更も、市内全域で
の収集スケジュールの調整が必要となり、多く
の市民へ多大な影響を及ぼすため実現は困難。

・ 不適正排出の防止に向け、更なる啓発活動の推
進を行い、集積場所への啓発看板の掲示及び不
適正排出防止のため監視カメラ等を設置する。

・ バーベキュー関連商品を取り扱うコンビニ等の
事業者に対し、ごみの持ち帰り、地域の集積
場所への不適正排出防止の注意喚起を促す啓
発ポスターの掲示を依頼する。

・ 集積場所に対する不適正排出を抑制するにあ
たり、警察とも連携し、海岸だけでなく、地域
全体の美化が守られるよう、更に効果的な周
知啓発に努める。

とある。しかし、南二丁目が警察独身寮敷地内
に置いている防災倉庫について、用地借用契約
の更新手続きの際に令和2年7月までと言われ
た。令和2年7月以降に独身寮廃止があるので
はないか。茅ヶ崎市は既に認識しているか。

▶市民からの質問２
・ 県に対して我々の要望をもっときちんと伝えて
もらいたい。令和2年7月以降に廃寮になる
のか、一刻も早く確認してほしい。既に県が用
地売却等の手続きを開始している可能性もあ
る。真剣に取り組んでほしい。

◀総務部長からの回答
・ 海岸地区の大きな課題だとは十分に認識して
いる。きちんと要望を伝えながら茅ヶ崎警察に
確認したところ、「明確な情報はない」とのこと
だった。しかし、令和2年7月の情報については、
再度茅ヶ崎警察に確認する。

・ 警察独身寮用地の買い取りは財政的に困難であ
り、既存の公共施設の再整備なども進めていく。

▶市民からの質問３
・ 茅ヶ崎警察署移転先は茅ヶ崎市が所有する土
地であれば、県の所有地である警察独身寮用
地を等価交換という形で、市が利用することは
できないか。

◀企画部長からの回答
・ 茅ヶ崎警察署移転先用地は既に県が市から購
入済みである。

◇補足
 後日、市民自治推進課長から、林会長へ次の
内容の電話連絡があった。

令和2年8月1日で警察署独身寮は廃寮となり、
用地は県警察本部から県の管理となる。



・ 非常に地価の高い海岸地区では新たな用地
を取得するのは難しい。神奈川県警の独身
寮を移転し、そこに集会施設を建設する以
外の選択肢はないと考える。

・ 集会施設の確保のため賃借物件を捜してい
るが、市の補助は月額5万円までということ
で地域の負担も大変大きくなっている。

◀総務部長からの回答（要旨）
・ 海岸地区コミュニティセンターは昭和61年に
設置された地域集会施設であり、床面積300
㎡と市内の地域集会施設の中でも狭く、市民
集会などが開催できないことは認識している。

・ 海岸地区では一定規模の公有地がない中で
は、警察独身寮用地は地域集会施設など地域
の活動拠点としては十分な面積であると認識し
ている。茅ヶ崎警察署に移転等の予定がある
のかを確認したところ、現段階では明確な情報
はないとの回答を得ている。

・ 警察独身寮は、土地は神奈川県が所有、建物
は神奈川県警察が所有し茅ヶ崎警察署が管理
している。県が所有地を処分する場合、一般
的には①県として利活用、②所在する自治体へ
の買い取り打診、③民間への売却、という順で
進められる。しかし、厳しい財政状況の中で、
警察独身寮用地を買い取り、市として新事業
に取り組むことは非常に困難である。

・ 地域集会施設のほか、地区内にある小・中学
校や、茅ヶ崎公園体験学習センター「うみかぜ
テラス」をはじめとした近隣地域にある施設を、
有効に活用いただきたい。

▶市民からの質問１
・ 市の回答には「茅ヶ崎警察署に移転等の予定が
あるのか確認したところ、残念ながら現段階で
は明確な情報はないとの回答を得ております。」

◀市民安全部長からの回答
・ 平成30年度はＧＩＳを使用し有効性は認識でき
たが、運用業務の支援委託料やライセンス使
用料などに加え、ＰＣ機器等の機材費用もかか
るため、早急に導入することは困難である。

・ 当面は、紙媒体による情報受伝達訓練の充実
を図る方向で、市職員の研修を進めていきた
い。限られた財政の中で、市の事業の優先事
項を見極めながら検討していく。

▶市民からの質問２
・ 高砂コミュニティセンターやブランチ茅ヶ崎な
どの茅ヶ崎市の公共施設には公衆無線LAN
（茅ヶ崎市FREESPOT）が導入されている。防
災拠点である公立小中学校への導入を即座に
進めることが困難と回答されているが、既存
のものを利用すれば可能ではないか。

◀企画部長からの回答
・ 小中学校の無線ＬＡＮの設備の拡充については
検討している。しかし、既にＪＣＯＭの配線が
導入されているため、それを利用して対応で
きないかを検討している。

・ 既存の公衆無線ＬＡＮ（茅ヶ崎市FREESPOT）
があることを伺ったので、具体的に検討する。

（3） 海岸地区における
 集会施設の整備について

・ 昨年の市民集会では、地域の集会施設が未
整備である湘北地区や松林地区を優先すると
いう回答だった。しかし、これら地域には海
岸地区コミュニティセンターよりも部屋数や
収容人数が多い公民館があり、海岸地区の
集会施設の問題は最優先でお願いしたい。

30世帯に対して一ヶ所設置してもらいたい。地
域の方から土地を提供してもらったり、道路の
片隅に設置したりしている。開発された場所ご
とに集積場所を新規に設置することは難しい。

（2） 公助につなげる情報伝達について

・ 災害の発生時に、市は災害情報をどのよう
に収集・把握しているのか。最近はスマー
トホンやＳＮＳを利用しインターネットの活用
が普及している。そのような環境下で、市
ではどのようにそれらを利用する計画がある
のか説明いただきたい。

◀市民安全部長からの回答（要旨）
・ 情報の集約・分析、被害状況の共有、最新の
対応状況の把握を的確に行い、災害対策本部
の意思決定を支援するシステムとして、平成２
８年度より「茅ヶ崎市災害対応ＧＩＳシステム」を
本格導入した。災害対策本部での活用を想定
したものであり、災害対策地区防災拠点であ
る公立小中学校での活用は想定していない。

・ 今年度の海岸地区防災訓練において、災害対
策地区防災拠点との情報共有にも活用できる
ことが分かった。しかし、現システムを地域の
中で活用するには、費用面や設備面等で課題
があり、インターネットを活用した情報収集、
情報共有の方法を研究していく。

・ 災害対策地区防災拠点である公立小中学校に
公衆無線ＬＡＮ環境が整えば、災害対策本部へ
の情報提供や、避難者による災害情報の収集、
地域や避難者の間での安否確認などが円滑に
行うことができる。ＬＡＮ環境の整備など災害対
策地区防災拠点の機能強化に向けて検討する。

▶市民からの質問１
・ 情報受伝達は、市民にとって公助につながる
最も重要なものであり、今年度はＧＩＳを利用し
た結果、非常にうまくいった。

・ 平成31年10月に予定している海岸地区の防災
訓練では、インターネットの利用についてどの
程度準備ができているか教えていただきたい。

（1） 雄三通りの歩道部分の
      バリアフリー化について

・ 鉄砲道以南の雄三通りの歩道部分は、歩道
の幅が狭く、急な勾配や横方向の傾きがあ
り車椅子や高齢者の通行に際して非常に危
険な状況にある。

・ 雄三通りは海岸地区住民の生活基幹道路で
あり市民の重要な生活道路である。改修を
県に対して強く働きかけていただきたい。

・ 県道である雄三通りの改修に関して、市が
雄三通りの管理を県から引き継ぎ、市道と
して管理すれば、解決の方向に進むのでは
ないか。

◀企画部長からの回答（要旨）
・ 幅員20ｍの道路として昭和54年8月に都市
計画が決定された県道310号（雄三通り）は、
交通量に対し幅員が狭く、鉄砲道以南におい
て歩道での段差が多いことは市も認識してい

る。雄三通りを安全安心な道路とするため、
神奈川県に対して道路拡幅や歩道整備を要望
している。

・ 神奈川県は当面の対策として、歩道上の側溝
蓋の補修や歩道切り下げ部分の勾配を緩やか
にするなど、歩行者が歩きやすいよう整備に努
めている。

・ 歩行者や車椅子の安全安心を第一に考え、雄
三通りの道路拡幅や歩道整備について、事業
主体や整備手法も含め、中長期的な視点に立っ
て課題解決に向けて神奈川県と協議していく。

▶市民からの質問１
・ まちぢから協議会は雄三通りの県から市への
移管を提案しているが、それに関連する財政
の問題に触れていない。市への移管には賛成
だが、きちんと管理ができるのか。

●まちぢから協議会からの補足説明（林会長）
・ 40年前の計画では幅20メートルで国道134
号線から茅ヶ崎駅を地下道で超え、国道1号
線と寒川までつながる壮大な計画だった。しか
し、現在そのような計画は実現不可能である。

・ 県が予算を組む場合、重要なところから予算
化する。県からみれば、雄三通りは全く重要で
はないため、県に対して整備を要望しても非常
に難しいと認識している。

・ 雄三通りの排水計画は、スリットが入ったＵ字
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溝だったり、マスを入れて排水しているなど排
水計画に一貫性がない。県道であるため市の
下水道課だけでは対応できない。

・ まちぢから協議会の要望は、道路の拡幅とか、
用地買収して歩道を広げてほしいとかではな
く、現在ある7.5メートルの道路をきちっと整
備していただきたいということである。

・ 高砂通りは、バリアフリーで下水排水方式もスリッ
ト型で作られている。雄三通りは高砂通りよりも
幅員があり、同じ様に整備できるのではないか。

・ 市に移管すれば早期に解決できるのではない
か。市の回答に「今後は事業主体や整備手法
も含めたあらゆる可能性を模索していく」とあ
るが、「事業主体」はどうするかを具体的に説明
し、今後3～5年の間にこの危険な歩道の問題
を解決してもらいたい。

▶市民からの質問２
・ 雄三通りの歩道上にごみネッ
トが置かれている。ミラーも
そばにあり車いすは通れな
い。市はごみネットの設置を
指導・管理しているのか。

◀企画部長からの回答
・ 市が雄三通りを管理するとなると市の財政負担
の問題が出てくる。県から管理を引き継ぐ提
案は承り、協議もしたいが、なかなか難しい部
分もある。

・ バリアフリー化については、まずは粘り強く改
修について県に要望していきたい。昨年度の
市民集会以降、企画部から県に対して訴えて
きた結果、少しずつ改修が進んでいる。

◀建設部長からの回答
・ 現地を確認したところ、外側線（白いライン）
や横断歩道が薄くなっている。非常に危険で
あるため、バリアフリーと合わせて神奈川県の
藤沢土木事務所に強く申し入れをしていくとと
もに、今できる改善も要望していく。

◀環境部長からの回答
・ ごみの集積場所は、基本的には20世帯から

（4） 海岸のごみ収集について

・ 海岸のごみは各自が持ち帰るよう指示があ
り、以前あったごみ箱は撤収されている。
ごみの持ち帰りはマナーとしては大変良いこ
とだが、現実問題として、ごみを持ってバス
や電車に乗るのは難しい。

・ 結果として、バス停近くのマンションのゴミ
集積場所などにごみが放置される状況があ
り、近隣住民が迷惑している。マナー向上や
啓蒙とともに、ごみ収集車による回収なども
現実的な対応として再考いただけないか。

◀環境部長からの回答（要旨）

・ 海岸のごみ箱は平成26年度まで設置していた
が、排出量の増大に伴いごみ箱が溢れ、悪臭
の発生やネズミによる被害等の景観及び衛生
の面で支障をきたし撤去した。改めて海岸にご
み箱を設置することは考えていない。

・ ごみ収集の時間及び曜日変更も、市内全域で
の収集スケジュールの調整が必要となり、多く
の市民へ多大な影響を及ぼすため実現は困難。

・ 不適正排出の防止に向け、更なる啓発活動の推
進を行い、集積場所への啓発看板の掲示及び不
適正排出防止のため監視カメラ等を設置する。

・ バーベキュー関連商品を取り扱うコンビニ等の
事業者に対し、ごみの持ち帰り、地域の集積
場所への不適正排出防止の注意喚起を促す啓
発ポスターの掲示を依頼する。

・ 集積場所に対する不適正排出を抑制するにあ
たり、警察とも連携し、海岸だけでなく、地域
全体の美化が守られるよう、更に効果的な周
知啓発に努める。

とある。しかし、南二丁目が警察独身寮敷地内
に置いている防災倉庫について、用地借用契約
の更新手続きの際に令和2年7月までと言われ
た。令和2年7月以降に独身寮廃止があるので
はないか。茅ヶ崎市は既に認識しているか。

▶市民からの質問２
・ 県に対して我々の要望をもっときちんと伝えて
もらいたい。令和2年7月以降に廃寮になる
のか、一刻も早く確認してほしい。既に県が用
地売却等の手続きを開始している可能性もあ
る。真剣に取り組んでほしい。

◀総務部長からの回答
・ 海岸地区の大きな課題だとは十分に認識して
いる。きちんと要望を伝えながら茅ヶ崎警察に
確認したところ、「明確な情報はない」とのこと
だった。しかし、令和2年7月の情報については、
再度茅ヶ崎警察に確認する。

・ 警察独身寮用地の買い取りは財政的に困難であ
り、既存の公共施設の再整備なども進めていく。

▶市民からの質問３
・ 茅ヶ崎警察署移転先は茅ヶ崎市が所有する土
地であれば、県の所有地である警察独身寮用
地を等価交換という形で、市が利用することは
できないか。

◀企画部長からの回答
・ 茅ヶ崎警察署移転先用地は既に県が市から購
入済みである。

◇補足
 後日、市民自治推進課長から、林会長へ次の
内容の電話連絡があった。

令和2年8月1日で警察署独身寮は廃寮となり、
用地は県警察本部から県の管理となる。



・ 非常に地価の高い海岸地区では新たな用地
を取得するのは難しい。神奈川県警の独身
寮を移転し、そこに集会施設を建設する以
外の選択肢はないと考える。

・ 集会施設の確保のため賃借物件を捜してい
るが、市の補助は月額5万円までということ
で地域の負担も大変大きくなっている。

◀総務部長からの回答（要旨）
・ 海岸地区コミュニティセンターは昭和61年に
設置された地域集会施設であり、床面積300
㎡と市内の地域集会施設の中でも狭く、市民
集会などが開催できないことは認識している。

・ 海岸地区では一定規模の公有地がない中で
は、警察独身寮用地は地域集会施設など地域
の活動拠点としては十分な面積であると認識し
ている。茅ヶ崎警察署に移転等の予定がある
のかを確認したところ、現段階では明確な情報
はないとの回答を得ている。

・ 警察独身寮は、土地は神奈川県が所有、建物
は神奈川県警察が所有し茅ヶ崎警察署が管理
している。県が所有地を処分する場合、一般
的には①県として利活用、②所在する自治体へ
の買い取り打診、③民間への売却、という順で
進められる。しかし、厳しい財政状況の中で、
警察独身寮用地を買い取り、市として新事業
に取り組むことは非常に困難である。

・ 地域集会施設のほか、地区内にある小・中学
校や、茅ヶ崎公園体験学習センター「うみかぜ
テラス」をはじめとした近隣地域にある施設を、
有効に活用いただきたい。

▶市民からの質問１
・ 市の回答には「茅ヶ崎警察署に移転等の予定が
あるのか確認したところ、残念ながら現段階で
は明確な情報はないとの回答を得ております。」

◀市民安全部長からの回答
・ 平成30年度はＧＩＳを使用し有効性は認識でき
たが、運用業務の支援委託料やライセンス使
用料などに加え、ＰＣ機器等の機材費用もかか
るため、早急に導入することは困難である。

・ 当面は、紙媒体による情報受伝達訓練の充実
を図る方向で、市職員の研修を進めていきた
い。限られた財政の中で、市の事業の優先事
項を見極めながら検討していく。

▶市民からの質問２
・ 高砂コミュニティセンターやブランチ茅ヶ崎な
どの茅ヶ崎市の公共施設には公衆無線LAN
（茅ヶ崎市FREESPOT）が導入されている。防
災拠点である公立小中学校への導入を即座に
進めることが困難と回答されているが、既存
のものを利用すれば可能ではないか。

◀企画部長からの回答
・ 小中学校の無線ＬＡＮの設備の拡充については
検討している。しかし、既にＪＣＯＭの配線が
導入されているため、それを利用して対応で
きないかを検討している。

・ 既存の公衆無線ＬＡＮ（茅ヶ崎市FREESPOT）
があることを伺ったので、具体的に検討する。

（3） 海岸地区における
 集会施設の整備について

・ 昨年の市民集会では、地域の集会施設が未
整備である湘北地区や松林地区を優先すると
いう回答だった。しかし、これら地域には海
岸地区コミュニティセンターよりも部屋数や
収容人数が多い公民館があり、海岸地区の
集会施設の問題は最優先でお願いしたい。

30世帯に対して一ヶ所設置してもらいたい。地
域の方から土地を提供してもらったり、道路の
片隅に設置したりしている。開発された場所ご
とに集積場所を新規に設置することは難しい。

（2） 公助につなげる情報伝達について

・ 災害の発生時に、市は災害情報をどのよう
に収集・把握しているのか。最近はスマー
トホンやＳＮＳを利用しインターネットの活用
が普及している。そのような環境下で、市
ではどのようにそれらを利用する計画がある
のか説明いただきたい。

◀市民安全部長からの回答（要旨）
・ 情報の集約・分析、被害状況の共有、最新の
対応状況の把握を的確に行い、災害対策本部
の意思決定を支援するシステムとして、平成２
８年度より「茅ヶ崎市災害対応ＧＩＳシステム」を
本格導入した。災害対策本部での活用を想定
したものであり、災害対策地区防災拠点であ
る公立小中学校での活用は想定していない。

・ 今年度の海岸地区防災訓練において、災害対
策地区防災拠点との情報共有にも活用できる
ことが分かった。しかし、現システムを地域の
中で活用するには、費用面や設備面等で課題
があり、インターネットを活用した情報収集、
情報共有の方法を研究していく。

・ 災害対策地区防災拠点である公立小中学校に
公衆無線ＬＡＮ環境が整えば、災害対策本部へ
の情報提供や、避難者による災害情報の収集、
地域や避難者の間での安否確認などが円滑に
行うことができる。ＬＡＮ環境の整備など災害対
策地区防災拠点の機能強化に向けて検討する。

▶市民からの質問１
・ 情報受伝達は、市民にとって公助につながる
最も重要なものであり、今年度はＧＩＳを利用し
た結果、非常にうまくいった。

・ 平成31年10月に予定している海岸地区の防災
訓練では、インターネットの利用についてどの
程度準備ができているか教えていただきたい。

（1） 雄三通りの歩道部分の
      バリアフリー化について

・ 鉄砲道以南の雄三通りの歩道部分は、歩道
の幅が狭く、急な勾配や横方向の傾きがあ
り車椅子や高齢者の通行に際して非常に危
険な状況にある。

・ 雄三通りは海岸地区住民の生活基幹道路で
あり市民の重要な生活道路である。改修を
県に対して強く働きかけていただきたい。

・ 県道である雄三通りの改修に関して、市が
雄三通りの管理を県から引き継ぎ、市道と
して管理すれば、解決の方向に進むのでは
ないか。

◀企画部長からの回答（要旨）
・ 幅員20ｍの道路として昭和54年8月に都市
計画が決定された県道310号（雄三通り）は、
交通量に対し幅員が狭く、鉄砲道以南におい
て歩道での段差が多いことは市も認識してい

る。雄三通りを安全安心な道路とするため、
神奈川県に対して道路拡幅や歩道整備を要望
している。

・ 神奈川県は当面の対策として、歩道上の側溝
蓋の補修や歩道切り下げ部分の勾配を緩やか
にするなど、歩行者が歩きやすいよう整備に努
めている。

・ 歩行者や車椅子の安全安心を第一に考え、雄
三通りの道路拡幅や歩道整備について、事業
主体や整備手法も含め、中長期的な視点に立っ
て課題解決に向けて神奈川県と協議していく。

▶市民からの質問１
・ まちぢから協議会は雄三通りの県から市への
移管を提案しているが、それに関連する財政
の問題に触れていない。市への移管には賛成
だが、きちんと管理ができるのか。

●まちぢから協議会からの補足説明（林会長）
・ 40年前の計画では幅20メートルで国道134
号線から茅ヶ崎駅を地下道で超え、国道1号
線と寒川までつながる壮大な計画だった。しか
し、現在そのような計画は実現不可能である。

・ 県が予算を組む場合、重要なところから予算
化する。県からみれば、雄三通りは全く重要で
はないため、県に対して整備を要望しても非常
に難しいと認識している。

・ 雄三通りの排水計画は、スリットが入ったＵ字

海岸まちぢから　第２号　7

溝だったり、マスを入れて排水しているなど排
水計画に一貫性がない。県道であるため市の
下水道課だけでは対応できない。

・ まちぢから協議会の要望は、道路の拡幅とか、
用地買収して歩道を広げてほしいとかではな
く、現在ある7.5メートルの道路をきちっと整
備していただきたいということである。

・ 高砂通りは、バリアフリーで下水排水方式もスリッ
ト型で作られている。雄三通りは高砂通りよりも
幅員があり、同じ様に整備できるのではないか。

・ 市に移管すれば早期に解決できるのではない
か。市の回答に「今後は事業主体や整備手法
も含めたあらゆる可能性を模索していく」とあ
るが、「事業主体」はどうするかを具体的に説明
し、今後3～5年の間にこの危険な歩道の問題
を解決してもらいたい。

▶市民からの質問２
・ 雄三通りの歩道上にごみネッ
トが置かれている。ミラーも
そばにあり車いすは通れな
い。市はごみネットの設置を
指導・管理しているのか。

◀企画部長からの回答
・ 市が雄三通りを管理するとなると市の財政負担
の問題が出てくる。県から管理を引き継ぐ提
案は承り、協議もしたいが、なかなか難しい部
分もある。

・ バリアフリー化については、まずは粘り強く改
修について県に要望していきたい。昨年度の
市民集会以降、企画部から県に対して訴えて
きた結果、少しずつ改修が進んでいる。

◀建設部長からの回答
・ 現地を確認したところ、外側線（白いライン）
や横断歩道が薄くなっている。非常に危険で
あるため、バリアフリーと合わせて神奈川県の
藤沢土木事務所に強く申し入れをしていくとと
もに、今できる改善も要望していく。

◀環境部長からの回答
・ ごみの集積場所は、基本的には20世帯から

（4） 海岸のごみ収集について

・ 海岸のごみは各自が持ち帰るよう指示があ
り、以前あったごみ箱は撤収されている。
ごみの持ち帰りはマナーとしては大変良いこ
とだが、現実問題として、ごみを持ってバス
や電車に乗るのは難しい。

・ 結果として、バス停近くのマンションのゴミ
集積場所などにごみが放置される状況があ
り、近隣住民が迷惑している。マナー向上や
啓蒙とともに、ごみ収集車による回収なども
現実的な対応として再考いただけないか。

◀環境部長からの回答（要旨）

・ 海岸のごみ箱は平成26年度まで設置していた
が、排出量の増大に伴いごみ箱が溢れ、悪臭
の発生やネズミによる被害等の景観及び衛生
の面で支障をきたし撤去した。改めて海岸にご
み箱を設置することは考えていない。

・ ごみ収集の時間及び曜日変更も、市内全域で
の収集スケジュールの調整が必要となり、多く
の市民へ多大な影響を及ぼすため実現は困難。

・ 不適正排出の防止に向け、更なる啓発活動の推
進を行い、集積場所への啓発看板の掲示及び不
適正排出防止のため監視カメラ等を設置する。

・ バーベキュー関連商品を取り扱うコンビニ等の
事業者に対し、ごみの持ち帰り、地域の集積
場所への不適正排出防止の注意喚起を促す啓
発ポスターの掲示を依頼する。

・ 集積場所に対する不適正排出を抑制するにあ
たり、警察とも連携し、海岸だけでなく、地域
全体の美化が守られるよう、更に効果的な周
知啓発に努める。

とある。しかし、南二丁目が警察独身寮敷地内
に置いている防災倉庫について、用地借用契約
の更新手続きの際に令和2年7月までと言われ
た。令和2年7月以降に独身寮廃止があるので
はないか。茅ヶ崎市は既に認識しているか。

▶市民からの質問２
・ 県に対して我々の要望をもっときちんと伝えて
もらいたい。令和2年7月以降に廃寮になる
のか、一刻も早く確認してほしい。既に県が用
地売却等の手続きを開始している可能性もあ
る。真剣に取り組んでほしい。

◀総務部長からの回答
・ 海岸地区の大きな課題だとは十分に認識して
いる。きちんと要望を伝えながら茅ヶ崎警察に
確認したところ、「明確な情報はない」とのこと
だった。しかし、令和2年7月の情報については、
再度茅ヶ崎警察に確認する。

・ 警察独身寮用地の買い取りは財政的に困難であ
り、既存の公共施設の再整備なども進めていく。

▶市民からの質問３
・ 茅ヶ崎警察署移転先は茅ヶ崎市が所有する土
地であれば、県の所有地である警察独身寮用
地を等価交換という形で、市が利用することは
できないか。

◀企画部長からの回答
・ 茅ヶ崎警察署移転先用地は既に県が市から購
入済みである。

◇補足
 後日、市民自治推進課長から、林会長へ次の
内容の電話連絡があった。

令和2年8月1日で警察署独身寮は廃寮となり、
用地は県警察本部から県の管理となる。

うみかぜテラス



・ 非常に地価の高い海岸地区では新たな用地
を取得するのは難しい。神奈川県警の独身
寮を移転し、そこに集会施設を建設する以
外の選択肢はないと考える。

・ 集会施設の確保のため賃借物件を捜してい
るが、市の補助は月額5万円までということ
で地域の負担も大変大きくなっている。

◀総務部長からの回答（要旨）
・ 海岸地区コミュニティセンターは昭和61年に
設置された地域集会施設であり、床面積300
㎡と市内の地域集会施設の中でも狭く、市民
集会などが開催できないことは認識している。

・ 海岸地区では一定規模の公有地がない中で
は、警察独身寮用地は地域集会施設など地域
の活動拠点としては十分な面積であると認識し
ている。茅ヶ崎警察署に移転等の予定がある
のかを確認したところ、現段階では明確な情報
はないとの回答を得ている。

・ 警察独身寮は、土地は神奈川県が所有、建物
は神奈川県警察が所有し茅ヶ崎警察署が管理
している。県が所有地を処分する場合、一般
的には①県として利活用、②所在する自治体へ
の買い取り打診、③民間への売却、という順で
進められる。しかし、厳しい財政状況の中で、
警察独身寮用地を買い取り、市として新事業
に取り組むことは非常に困難である。

・ 地域集会施設のほか、地区内にある小・中学
校や、茅ヶ崎公園体験学習センター「うみかぜ
テラス」をはじめとした近隣地域にある施設を、
有効に活用いただきたい。

▶市民からの質問１
・ 市の回答には「茅ヶ崎警察署に移転等の予定が
あるのか確認したところ、残念ながら現段階で
は明確な情報はないとの回答を得ております。」

◀市民安全部長からの回答
・ 平成30年度はＧＩＳを使用し有効性は認識でき
たが、運用業務の支援委託料やライセンス使
用料などに加え、ＰＣ機器等の機材費用もかか
るため、早急に導入することは困難である。

・ 当面は、紙媒体による情報受伝達訓練の充実
を図る方向で、市職員の研修を進めていきた
い。限られた財政の中で、市の事業の優先事
項を見極めながら検討していく。

▶市民からの質問２
・ 高砂コミュニティセンターやブランチ茅ヶ崎な
どの茅ヶ崎市の公共施設には公衆無線LAN
（茅ヶ崎市FREESPOT）が導入されている。防
災拠点である公立小中学校への導入を即座に
進めることが困難と回答されているが、既存
のものを利用すれば可能ではないか。

◀企画部長からの回答
・ 小中学校の無線ＬＡＮの設備の拡充については
検討している。しかし、既にＪＣＯＭの配線が
導入されているため、それを利用して対応で
きないかを検討している。

・ 既存の公衆無線ＬＡＮ（茅ヶ崎市FREESPOT）
があることを伺ったので、具体的に検討する。

（3） 海岸地区における
 集会施設の整備について

・ 昨年の市民集会では、地域の集会施設が未
整備である湘北地区や松林地区を優先すると
いう回答だった。しかし、これら地域には海
岸地区コミュニティセンターよりも部屋数や
収容人数が多い公民館があり、海岸地区の
集会施設の問題は最優先でお願いしたい。

30世帯に対して一ヶ所設置してもらいたい。地
域の方から土地を提供してもらったり、道路の
片隅に設置したりしている。開発された場所ご
とに集積場所を新規に設置することは難しい。

（2） 公助につなげる情報伝達について

・ 災害の発生時に、市は災害情報をどのよう
に収集・把握しているのか。最近はスマー
トホンやＳＮＳを利用しインターネットの活用
が普及している。そのような環境下で、市
ではどのようにそれらを利用する計画がある
のか説明いただきたい。

◀市民安全部長からの回答（要旨）
・ 情報の集約・分析、被害状況の共有、最新の
対応状況の把握を的確に行い、災害対策本部
の意思決定を支援するシステムとして、平成２
８年度より「茅ヶ崎市災害対応ＧＩＳシステム」を
本格導入した。災害対策本部での活用を想定
したものであり、災害対策地区防災拠点であ
る公立小中学校での活用は想定していない。

・ 今年度の海岸地区防災訓練において、災害対
策地区防災拠点との情報共有にも活用できる
ことが分かった。しかし、現システムを地域の
中で活用するには、費用面や設備面等で課題
があり、インターネットを活用した情報収集、
情報共有の方法を研究していく。

・ 災害対策地区防災拠点である公立小中学校に
公衆無線ＬＡＮ環境が整えば、災害対策本部へ
の情報提供や、避難者による災害情報の収集、
地域や避難者の間での安否確認などが円滑に
行うことができる。ＬＡＮ環境の整備など災害対
策地区防災拠点の機能強化に向けて検討する。

▶市民からの質問１
・ 情報受伝達は、市民にとって公助につながる
最も重要なものであり、今年度はＧＩＳを利用し
た結果、非常にうまくいった。

・ 平成31年10月に予定している海岸地区の防災
訓練では、インターネットの利用についてどの
程度準備ができているか教えていただきたい。

（1） 雄三通りの歩道部分の
      バリアフリー化について

・ 鉄砲道以南の雄三通りの歩道部分は、歩道
の幅が狭く、急な勾配や横方向の傾きがあ
り車椅子や高齢者の通行に際して非常に危
険な状況にある。

・ 雄三通りは海岸地区住民の生活基幹道路で
あり市民の重要な生活道路である。改修を
県に対して強く働きかけていただきたい。

・ 県道である雄三通りの改修に関して、市が
雄三通りの管理を県から引き継ぎ、市道と
して管理すれば、解決の方向に進むのでは
ないか。

◀企画部長からの回答（要旨）
・ 幅員20ｍの道路として昭和54年8月に都市
計画が決定された県道310号（雄三通り）は、
交通量に対し幅員が狭く、鉄砲道以南におい
て歩道での段差が多いことは市も認識してい

る。雄三通りを安全安心な道路とするため、
神奈川県に対して道路拡幅や歩道整備を要望
している。

・ 神奈川県は当面の対策として、歩道上の側溝
蓋の補修や歩道切り下げ部分の勾配を緩やか
にするなど、歩行者が歩きやすいよう整備に努
めている。

・ 歩行者や車椅子の安全安心を第一に考え、雄
三通りの道路拡幅や歩道整備について、事業
主体や整備手法も含め、中長期的な視点に立っ
て課題解決に向けて神奈川県と協議していく。

▶市民からの質問１
・ まちぢから協議会は雄三通りの県から市への
移管を提案しているが、それに関連する財政
の問題に触れていない。市への移管には賛成
だが、きちんと管理ができるのか。

●まちぢから協議会からの補足説明（林会長）
・ 40年前の計画では幅20メートルで国道134
号線から茅ヶ崎駅を地下道で超え、国道1号
線と寒川までつながる壮大な計画だった。しか
し、現在そのような計画は実現不可能である。

・ 県が予算を組む場合、重要なところから予算
化する。県からみれば、雄三通りは全く重要で
はないため、県に対して整備を要望しても非常
に難しいと認識している。

・ 雄三通りの排水計画は、スリットが入ったＵ字
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溝だったり、マスを入れて排水しているなど排
水計画に一貫性がない。県道であるため市の
下水道課だけでは対応できない。

・ まちぢから協議会の要望は、道路の拡幅とか、
用地買収して歩道を広げてほしいとかではな
く、現在ある7.5メートルの道路をきちっと整
備していただきたいということである。

・ 高砂通りは、バリアフリーで下水排水方式もスリッ
ト型で作られている。雄三通りは高砂通りよりも
幅員があり、同じ様に整備できるのではないか。

・ 市に移管すれば早期に解決できるのではない
か。市の回答に「今後は事業主体や整備手法
も含めたあらゆる可能性を模索していく」とあ
るが、「事業主体」はどうするかを具体的に説明
し、今後3～5年の間にこの危険な歩道の問題
を解決してもらいたい。

▶市民からの質問２
・ 雄三通りの歩道上にごみネッ
トが置かれている。ミラーも
そばにあり車いすは通れな
い。市はごみネットの設置を
指導・管理しているのか。

◀企画部長からの回答
・ 市が雄三通りを管理するとなると市の財政負担
の問題が出てくる。県から管理を引き継ぐ提
案は承り、協議もしたいが、なかなか難しい部
分もある。

・ バリアフリー化については、まずは粘り強く改
修について県に要望していきたい。昨年度の
市民集会以降、企画部から県に対して訴えて
きた結果、少しずつ改修が進んでいる。

◀建設部長からの回答
・ 現地を確認したところ、外側線（白いライン）
や横断歩道が薄くなっている。非常に危険で
あるため、バリアフリーと合わせて神奈川県の
藤沢土木事務所に強く申し入れをしていくとと
もに、今できる改善も要望していく。

◀環境部長からの回答
・ ごみの集積場所は、基本的には20世帯から

（4） 海岸のごみ収集について

・ 海岸のごみは各自が持ち帰るよう指示があ
り、以前あったごみ箱は撤収されている。
ごみの持ち帰りはマナーとしては大変良いこ
とだが、現実問題として、ごみを持ってバス
や電車に乗るのは難しい。

・ 結果として、バス停近くのマンションのゴミ
集積場所などにごみが放置される状況があ
り、近隣住民が迷惑している。マナー向上や
啓蒙とともに、ごみ収集車による回収なども
現実的な対応として再考いただけないか。

◀環境部長からの回答（要旨）

・ 海岸のごみ箱は平成26年度まで設置していた
が、排出量の増大に伴いごみ箱が溢れ、悪臭
の発生やネズミによる被害等の景観及び衛生
の面で支障をきたし撤去した。改めて海岸にご
み箱を設置することは考えていない。

・ ごみ収集の時間及び曜日変更も、市内全域で
の収集スケジュールの調整が必要となり、多く
の市民へ多大な影響を及ぼすため実現は困難。

・ 不適正排出の防止に向け、更なる啓発活動の推
進を行い、集積場所への啓発看板の掲示及び不
適正排出防止のため監視カメラ等を設置する。

・ バーベキュー関連商品を取り扱うコンビニ等の
事業者に対し、ごみの持ち帰り、地域の集積
場所への不適正排出防止の注意喚起を促す啓
発ポスターの掲示を依頼する。

・ 集積場所に対する不適正排出を抑制するにあ
たり、警察とも連携し、海岸だけでなく、地域
全体の美化が守られるよう、更に効果的な周
知啓発に努める。

とある。しかし、南二丁目が警察独身寮敷地内
に置いている防災倉庫について、用地借用契約
の更新手続きの際に令和2年7月までと言われ
た。令和2年7月以降に独身寮廃止があるので
はないか。茅ヶ崎市は既に認識しているか。

▶市民からの質問２
・ 県に対して我々の要望をもっときちんと伝えて
もらいたい。令和2年7月以降に廃寮になる
のか、一刻も早く確認してほしい。既に県が用
地売却等の手続きを開始している可能性もあ
る。真剣に取り組んでほしい。

◀総務部長からの回答
・ 海岸地区の大きな課題だとは十分に認識して
いる。きちんと要望を伝えながら茅ヶ崎警察に
確認したところ、「明確な情報はない」とのこと
だった。しかし、令和2年7月の情報については、
再度茅ヶ崎警察に確認する。

・ 警察独身寮用地の買い取りは財政的に困難であ
り、既存の公共施設の再整備なども進めていく。

▶市民からの質問３
・ 茅ヶ崎警察署移転先は茅ヶ崎市が所有する土
地であれば、県の所有地である警察独身寮用
地を等価交換という形で、市が利用することは
できないか。

◀企画部長からの回答
・ 茅ヶ崎警察署移転先用地は既に県が市から購
入済みである。

◇補足
 後日、市民自治推進課長から、林会長へ次の
内容の電話連絡があった。

令和2年8月1日で警察署独身寮は廃寮となり、
用地は県警察本部から県の管理となる。

警察署独身寮



かし、災害時に危険なのは狭隘道路のブロック
塀であり、現実的には簡単に道路中心線から2
ｍ下がれるものではない。塀の上部をカットし
て塀を低くする方法など、補助金制度を現実
的に取り組みやすい制度に見直してほしい。

◀都市部長からの回答
・ 「危険なブロック塀等の解消対策」については、
市として通学路、公共施設、学校等のブロック
塀の検査を昨年7月に調査し、問題があるとこ
ろを抽出した。そのほか、市内にどれくらいの
ブロック塀があるのかを認識するために、まち
ぢから協議会の調査協力をお願いした。

・ 現時点では市内136の自治会のうち86自治
会からブロック塀の状況に関する報告をいただ
いた。総数は約2100件。ブロック塀は個人
の所有物であるため、個人で自己点検をして
いただきたく、市はそれを支援するための補助
制度を整備していく方向で検討を進めている。

・ 今年度の緊急措置である「危険なブロック塀等
の解消対策」については、相談件数は300件
程度あり、現時点で90件の申請があった。

・ 緊急措置的に進めていった制度の中で、様々
な課題が出てきた。特に狭隘道路の課題につ
いては、セットバックが不可能なケースなどが
あり、セットバック不可能な場合は塀の上部を
カットするなどの案も検討している。制度とし
て不十分なため、さらに検討を進める。

◇補足
 　その後、調査結果を踏まえた対応方策が検
討され、狭隘道路に接する危険ブロック塀等の
撤去費補助制度を創設することとなった。
 （市広報紙5月1日号に掲載）

・ 非常に地価の高い海岸地区では新たな用地
を取得するのは難しい。神奈川県警の独身
寮を移転し、そこに集会施設を建設する以
外の選択肢はないと考える。

・ 集会施設の確保のため賃借物件を捜してい
るが、市の補助は月額5万円までということ
で地域の負担も大変大きくなっている。

◀総務部長からの回答（要旨）
・ 海岸地区コミュニティセンターは昭和61年に
設置された地域集会施設であり、床面積300
㎡と市内の地域集会施設の中でも狭く、市民
集会などが開催できないことは認識している。

・ 海岸地区では一定規模の公有地がない中で
は、警察独身寮用地は地域集会施設など地域
の活動拠点としては十分な面積であると認識し
ている。茅ヶ崎警察署に移転等の予定がある
のかを確認したところ、現段階では明確な情報
はないとの回答を得ている。

・ 警察独身寮は、土地は神奈川県が所有、建物
は神奈川県警察が所有し茅ヶ崎警察署が管理
している。県が所有地を処分する場合、一般
的には①県として利活用、②所在する自治体へ
の買い取り打診、③民間への売却、という順で
進められる。しかし、厳しい財政状況の中で、
警察独身寮用地を買い取り、市として新事業
に取り組むことは非常に困難である。

・ 地域集会施設のほか、地区内にある小・中学
校や、茅ヶ崎公園体験学習センター「うみかぜ
テラス」をはじめとした近隣地域にある施設を、
有効に活用いただきたい。

▶市民からの質問１
・ 市の回答には「茅ヶ崎警察署に移転等の予定が
あるのか確認したところ、残念ながら現段階で
は明確な情報はないとの回答を得ております。」

◀市民安全部長からの回答
・ 平成30年度はＧＩＳを使用し有効性は認識でき
たが、運用業務の支援委託料やライセンス使
用料などに加え、ＰＣ機器等の機材費用もかか
るため、早急に導入することは困難である。

・ 当面は、紙媒体による情報受伝達訓練の充実
を図る方向で、市職員の研修を進めていきた
い。限られた財政の中で、市の事業の優先事
項を見極めながら検討していく。

▶市民からの質問２
・ 高砂コミュニティセンターやブランチ茅ヶ崎な
どの茅ヶ崎市の公共施設には公衆無線LAN
（茅ヶ崎市FREESPOT）が導入されている。防
災拠点である公立小中学校への導入を即座に
進めることが困難と回答されているが、既存
のものを利用すれば可能ではないか。

◀企画部長からの回答
・ 小中学校の無線ＬＡＮの設備の拡充については
検討している。しかし、既にＪＣＯＭの配線が
導入されているため、それを利用して対応で
きないかを検討している。

・ 既存の公衆無線ＬＡＮ（茅ヶ崎市FREESPOT）
があることを伺ったので、具体的に検討する。

（3） 海岸地区における
 集会施設の整備について

・ 昨年の市民集会では、地域の集会施設が未
整備である湘北地区や松林地区を優先すると
いう回答だった。しかし、これら地域には海
岸地区コミュニティセンターよりも部屋数や
収容人数が多い公民館があり、海岸地区の
集会施設の問題は最優先でお願いしたい。

30世帯に対して一ヶ所設置してもらいたい。地
域の方から土地を提供してもらったり、道路の
片隅に設置したりしている。開発された場所ご
とに集積場所を新規に設置することは難しい。

（2） 公助につなげる情報伝達について

・ 災害の発生時に、市は災害情報をどのよう
に収集・把握しているのか。最近はスマー
トホンやＳＮＳを利用しインターネットの活用
が普及している。そのような環境下で、市
ではどのようにそれらを利用する計画がある
のか説明いただきたい。

◀市民安全部長からの回答（要旨）
・ 情報の集約・分析、被害状況の共有、最新の
対応状況の把握を的確に行い、災害対策本部
の意思決定を支援するシステムとして、平成２
８年度より「茅ヶ崎市災害対応ＧＩＳシステム」を
本格導入した。災害対策本部での活用を想定
したものであり、災害対策地区防災拠点であ
る公立小中学校での活用は想定していない。

・ 今年度の海岸地区防災訓練において、災害対
策地区防災拠点との情報共有にも活用できる
ことが分かった。しかし、現システムを地域の
中で活用するには、費用面や設備面等で課題
があり、インターネットを活用した情報収集、
情報共有の方法を研究していく。

・ 災害対策地区防災拠点である公立小中学校に
公衆無線ＬＡＮ環境が整えば、災害対策本部へ
の情報提供や、避難者による災害情報の収集、
地域や避難者の間での安否確認などが円滑に
行うことができる。ＬＡＮ環境の整備など災害対
策地区防災拠点の機能強化に向けて検討する。

▶市民からの質問１
・ 情報受伝達は、市民にとって公助につながる
最も重要なものであり、今年度はＧＩＳを利用し
た結果、非常にうまくいった。

・ 平成31年10月に予定している海岸地区の防災
訓練では、インターネットの利用についてどの
程度準備ができているか教えていただきたい。

（1） 雄三通りの歩道部分の
      バリアフリー化について

・ 鉄砲道以南の雄三通りの歩道部分は、歩道
の幅が狭く、急な勾配や横方向の傾きがあ
り車椅子や高齢者の通行に際して非常に危
険な状況にある。

・ 雄三通りは海岸地区住民の生活基幹道路で
あり市民の重要な生活道路である。改修を
県に対して強く働きかけていただきたい。

・ 県道である雄三通りの改修に関して、市が
雄三通りの管理を県から引き継ぎ、市道と
して管理すれば、解決の方向に進むのでは
ないか。

◀企画部長からの回答（要旨）
・ 幅員20ｍの道路として昭和54年8月に都市
計画が決定された県道310号（雄三通り）は、
交通量に対し幅員が狭く、鉄砲道以南におい
て歩道での段差が多いことは市も認識してい

る。雄三通りを安全安心な道路とするため、
神奈川県に対して道路拡幅や歩道整備を要望
している。

・ 神奈川県は当面の対策として、歩道上の側溝
蓋の補修や歩道切り下げ部分の勾配を緩やか
にするなど、歩行者が歩きやすいよう整備に努
めている。

・ 歩行者や車椅子の安全安心を第一に考え、雄
三通りの道路拡幅や歩道整備について、事業
主体や整備手法も含め、中長期的な視点に立っ
て課題解決に向けて神奈川県と協議していく。

▶市民からの質問１
・ まちぢから協議会は雄三通りの県から市への
移管を提案しているが、それに関連する財政
の問題に触れていない。市への移管には賛成
だが、きちんと管理ができるのか。

●まちぢから協議会からの補足説明（林会長）
・ 40年前の計画では幅20メートルで国道134
号線から茅ヶ崎駅を地下道で超え、国道1号
線と寒川までつながる壮大な計画だった。しか
し、現在そのような計画は実現不可能である。

・ 県が予算を組む場合、重要なところから予算
化する。県からみれば、雄三通りは全く重要で
はないため、県に対して整備を要望しても非常
に難しいと認識している。

・ 雄三通りの排水計画は、スリットが入ったＵ字
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溝だったり、マスを入れて排水しているなど排
水計画に一貫性がない。県道であるため市の
下水道課だけでは対応できない。

・ まちぢから協議会の要望は、道路の拡幅とか、
用地買収して歩道を広げてほしいとかではな
く、現在ある7.5メートルの道路をきちっと整
備していただきたいということである。

・ 高砂通りは、バリアフリーで下水排水方式もスリッ
ト型で作られている。雄三通りは高砂通りよりも
幅員があり、同じ様に整備できるのではないか。

・ 市に移管すれば早期に解決できるのではない
か。市の回答に「今後は事業主体や整備手法
も含めたあらゆる可能性を模索していく」とあ
るが、「事業主体」はどうするかを具体的に説明
し、今後3～5年の間にこの危険な歩道の問題
を解決してもらいたい。

▶市民からの質問２
・ 雄三通りの歩道上にごみネッ
トが置かれている。ミラーも
そばにあり車いすは通れな
い。市はごみネットの設置を
指導・管理しているのか。

◀企画部長からの回答
・ 市が雄三通りを管理するとなると市の財政負担
の問題が出てくる。県から管理を引き継ぐ提
案は承り、協議もしたいが、なかなか難しい部
分もある。

・ バリアフリー化については、まずは粘り強く改
修について県に要望していきたい。昨年度の
市民集会以降、企画部から県に対して訴えて
きた結果、少しずつ改修が進んでいる。

◀建設部長からの回答
・ 現地を確認したところ、外側線（白いライン）
や横断歩道が薄くなっている。非常に危険で
あるため、バリアフリーと合わせて神奈川県の
藤沢土木事務所に強く申し入れをしていくとと
もに、今できる改善も要望していく。

◀環境部長からの回答
・ ごみの集積場所は、基本的には20世帯から

（1） 災害発生時の避難所の
　　設備について

▶災害発生時に避難所に指定されている小学校
等の体育館で雑魚寝となるのは、高齢者や身
体の不自由な方には大変苦痛である。簡易ベッ
ドの備蓄をお願いしたい。
▶トイレに関しても、洋式トイレへの改修を要望
したい。

◀市民安全部長からの回答
・ 市として簡易ベッドの備蓄はしていないが、段
ボールベッド等を避難所に配備する計画であ
る。今後は高齢化が進み備蓄用品のニーズも
変化しており、検討していきたい。

・ 学校のトイレは一部に和式トイレが残っている
が洋式トイレもある。仮設の洋式トイレも配備
している。

（2） 危険なブロック塀等の
　　解消対策について

▶昨年6月の大阪北部地震で児童がブロック塀
の下敷きになって死亡する痛ましい事件があり
市から自治会に対して危険なブロック塀等の調
査依頼があった。その後「専門家による調査を
行い市の対策を立てる」とのことだったが、対
策の状況はどうなっているか。
▶補助金制度では、幅員4ｍ以上の道路に関し
ては1件当たり最大30万円、総額3,300万
円とのことだったが、補助金の交付状況はどう
なっているか。
▶幅員4ｍ以下の狭隘道路では、道路中心線か
ら2ｍ後退すれば補助金が出る制度だった。し

第2部　当日質問の質疑応答（4） 海岸のごみ収集について

・ 海岸のごみは各自が持ち帰るよう指示があ
り、以前あったごみ箱は撤収されている。
ごみの持ち帰りはマナーとしては大変良いこ
とだが、現実問題として、ごみを持ってバス
や電車に乗るのは難しい。

・ 結果として、バス停近くのマンションのゴミ
集積場所などにごみが放置される状況があ
り、近隣住民が迷惑している。マナー向上や
啓蒙とともに、ごみ収集車による回収なども
現実的な対応として再考いただけないか。

◀環境部長からの回答（要旨）

・ 海岸のごみ箱は平成26年度まで設置していた
が、排出量の増大に伴いごみ箱が溢れ、悪臭
の発生やネズミによる被害等の景観及び衛生
の面で支障をきたし撤去した。改めて海岸にご
み箱を設置することは考えていない。

・ ごみ収集の時間及び曜日変更も、市内全域で
の収集スケジュールの調整が必要となり、多く
の市民へ多大な影響を及ぼすため実現は困難。

・ 不適正排出の防止に向け、更なる啓発活動の推
進を行い、集積場所への啓発看板の掲示及び不
適正排出防止のため監視カメラ等を設置する。

・ バーベキュー関連商品を取り扱うコンビニ等の
事業者に対し、ごみの持ち帰り、地域の集積
場所への不適正排出防止の注意喚起を促す啓
発ポスターの掲示を依頼する。

・ 集積場所に対する不適正排出を抑制するにあ
たり、警察とも連携し、海岸だけでなく、地域
全体の美化が守られるよう、更に効果的な周
知啓発に努める。

とある。しかし、南二丁目が警察独身寮敷地内
に置いている防災倉庫について、用地借用契約
の更新手続きの際に令和2年7月までと言われ
た。令和2年7月以降に独身寮廃止があるので
はないか。茅ヶ崎市は既に認識しているか。

▶市民からの質問２
・ 県に対して我々の要望をもっときちんと伝えて
もらいたい。令和2年7月以降に廃寮になる
のか、一刻も早く確認してほしい。既に県が用
地売却等の手続きを開始している可能性もあ
る。真剣に取り組んでほしい。

◀総務部長からの回答
・ 海岸地区の大きな課題だとは十分に認識して
いる。きちんと要望を伝えながら茅ヶ崎警察に
確認したところ、「明確な情報はない」とのこと
だった。しかし、令和2年7月の情報については、
再度茅ヶ崎警察に確認する。

・ 警察独身寮用地の買い取りは財政的に困難であ
り、既存の公共施設の再整備なども進めていく。

▶市民からの質問３
・ 茅ヶ崎警察署移転先は茅ヶ崎市が所有する土
地であれば、県の所有地である警察独身寮用
地を等価交換という形で、市が利用することは
できないか。

◀企画部長からの回答
・ 茅ヶ崎警察署移転先用地は既に県が市から購
入済みである。

◇補足
 後日、市民自治推進課長から、林会長へ次の
内容の電話連絡があった。

令和2年8月1日で警察署独身寮は廃寮となり、
用地は県警察本部から県の管理となる。



・ 非常に地価の高い海岸地区では新たな用地
を取得するのは難しい。神奈川県警の独身
寮を移転し、そこに集会施設を建設する以
外の選択肢はないと考える。

・ 集会施設の確保のため賃借物件を捜してい
るが、市の補助は月額5万円までということ
で地域の負担も大変大きくなっている。

◀総務部長からの回答（要旨）
・ 海岸地区コミュニティセンターは昭和61年に
設置された地域集会施設であり、床面積300
㎡と市内の地域集会施設の中でも狭く、市民
集会などが開催できないことは認識している。

・ 海岸地区では一定規模の公有地がない中で
は、警察独身寮用地は地域集会施設など地域
の活動拠点としては十分な面積であると認識し
ている。茅ヶ崎警察署に移転等の予定がある
のかを確認したところ、現段階では明確な情報
はないとの回答を得ている。

・ 警察独身寮は、土地は神奈川県が所有、建物
は神奈川県警察が所有し茅ヶ崎警察署が管理
している。県が所有地を処分する場合、一般
的には①県として利活用、②所在する自治体へ
の買い取り打診、③民間への売却、という順で
進められる。しかし、厳しい財政状況の中で、
警察独身寮用地を買い取り、市として新事業
に取り組むことは非常に困難である。

・ 地域集会施設のほか、地区内にある小・中学
校や、茅ヶ崎公園体験学習センター「うみかぜ
テラス」をはじめとした近隣地域にある施設を、
有効に活用いただきたい。

▶市民からの質問１
・ 市の回答には「茅ヶ崎警察署に移転等の予定が
あるのか確認したところ、残念ながら現段階で
は明確な情報はないとの回答を得ております。」

◀市民安全部長からの回答
・ 平成30年度はＧＩＳを使用し有効性は認識でき
たが、運用業務の支援委託料やライセンス使
用料などに加え、ＰＣ機器等の機材費用もかか
るため、早急に導入することは困難である。

・ 当面は、紙媒体による情報受伝達訓練の充実
を図る方向で、市職員の研修を進めていきた
い。限られた財政の中で、市の事業の優先事
項を見極めながら検討していく。

▶市民からの質問２
・ 高砂コミュニティセンターやブランチ茅ヶ崎な
どの茅ヶ崎市の公共施設には公衆無線LAN
（茅ヶ崎市FREESPOT）が導入されている。防
災拠点である公立小中学校への導入を即座に
進めることが困難と回答されているが、既存
のものを利用すれば可能ではないか。

◀企画部長からの回答
・ 小中学校の無線ＬＡＮの設備の拡充については
検討している。しかし、既にＪＣＯＭの配線が
導入されているため、それを利用して対応で
きないかを検討している。

・ 既存の公衆無線ＬＡＮ（茅ヶ崎市FREESPOT）
があることを伺ったので、具体的に検討する。

（3） 海岸地区における
 集会施設の整備について

・ 昨年の市民集会では、地域の集会施設が未
整備である湘北地区や松林地区を優先すると
いう回答だった。しかし、これら地域には海
岸地区コミュニティセンターよりも部屋数や
収容人数が多い公民館があり、海岸地区の
集会施設の問題は最優先でお願いしたい。

30世帯に対して一ヶ所設置してもらいたい。地
域の方から土地を提供してもらったり、道路の
片隅に設置したりしている。開発された場所ご
とに集積場所を新規に設置することは難しい。

（2） 公助につなげる情報伝達について

・ 災害の発生時に、市は災害情報をどのよう
に収集・把握しているのか。最近はスマー
トホンやＳＮＳを利用しインターネットの活用
が普及している。そのような環境下で、市
ではどのようにそれらを利用する計画がある
のか説明いただきたい。

◀市民安全部長からの回答（要旨）
・ 情報の集約・分析、被害状況の共有、最新の
対応状況の把握を的確に行い、災害対策本部
の意思決定を支援するシステムとして、平成２
８年度より「茅ヶ崎市災害対応ＧＩＳシステム」を
本格導入した。災害対策本部での活用を想定
したものであり、災害対策地区防災拠点であ
る公立小中学校での活用は想定していない。

・ 今年度の海岸地区防災訓練において、災害対
策地区防災拠点との情報共有にも活用できる
ことが分かった。しかし、現システムを地域の
中で活用するには、費用面や設備面等で課題
があり、インターネットを活用した情報収集、
情報共有の方法を研究していく。

・ 災害対策地区防災拠点である公立小中学校に
公衆無線ＬＡＮ環境が整えば、災害対策本部へ
の情報提供や、避難者による災害情報の収集、
地域や避難者の間での安否確認などが円滑に
行うことができる。ＬＡＮ環境の整備など災害対
策地区防災拠点の機能強化に向けて検討する。

▶市民からの質問１
・ 情報受伝達は、市民にとって公助につながる
最も重要なものであり、今年度はＧＩＳを利用し
た結果、非常にうまくいった。

・ 平成31年10月に予定している海岸地区の防災
訓練では、インターネットの利用についてどの
程度準備ができているか教えていただきたい。

（1） 雄三通りの歩道部分の
      バリアフリー化について

・ 鉄砲道以南の雄三通りの歩道部分は、歩道
の幅が狭く、急な勾配や横方向の傾きがあ
り車椅子や高齢者の通行に際して非常に危
険な状況にある。

・ 雄三通りは海岸地区住民の生活基幹道路で
あり市民の重要な生活道路である。改修を
県に対して強く働きかけていただきたい。

・ 県道である雄三通りの改修に関して、市が
雄三通りの管理を県から引き継ぎ、市道と
して管理すれば、解決の方向に進むのでは
ないか。

◀企画部長からの回答（要旨）
・ 幅員20ｍの道路として昭和54年8月に都市
計画が決定された県道310号（雄三通り）は、
交通量に対し幅員が狭く、鉄砲道以南におい
て歩道での段差が多いことは市も認識してい

る。雄三通りを安全安心な道路とするため、
神奈川県に対して道路拡幅や歩道整備を要望
している。

・ 神奈川県は当面の対策として、歩道上の側溝
蓋の補修や歩道切り下げ部分の勾配を緩やか
にするなど、歩行者が歩きやすいよう整備に努
めている。

・ 歩行者や車椅子の安全安心を第一に考え、雄
三通りの道路拡幅や歩道整備について、事業
主体や整備手法も含め、中長期的な視点に立っ
て課題解決に向けて神奈川県と協議していく。

▶市民からの質問１
・ まちぢから協議会は雄三通りの県から市への
移管を提案しているが、それに関連する財政
の問題に触れていない。市への移管には賛成
だが、きちんと管理ができるのか。

●まちぢから協議会からの補足説明（林会長）
・ 40年前の計画では幅20メートルで国道134
号線から茅ヶ崎駅を地下道で超え、国道1号
線と寒川までつながる壮大な計画だった。しか
し、現在そのような計画は実現不可能である。

・ 県が予算を組む場合、重要なところから予算
化する。県からみれば、雄三通りは全く重要で
はないため、県に対して整備を要望しても非常
に難しいと認識している。

・ 雄三通りの排水計画は、スリットが入ったＵ字

（5） 砂防林に散布される薬剤について

▶藤沢土木事務所のホームページによると、砂
防林の松に散布されている薬剤はチアクロプリ
ド水和剤というもので劇物に指定されている。
子どもの脳神経系への影響を指摘する科学者
や医師もいる。代替できる薬剤への変更は検
討できないか。

▶薬剤散布日時の広報は、現状では海岸に貼り
紙がある程度だが、回覧などでしっかりと情報
提供していただきたい。

◀企画部長からの回答
・ 夜間散布については認識している。しかし、人
体への影響については把握していない。藤沢土
木事務所に確認し、散布のタイミングも含め、
海岸地区まちぢから協議会に文書で回答する。

◇補足
後日、広域事業政策課長から、次の内容の
回答文書（平成31年2月27日付）が届いた。

・ 国道134号の砂防林は、神奈川県藤沢土
木事務所にて維持管理を行っており、松く
い虫の予防対策として毎年年1回、5月
の夜間（午前0時から4時まで）に砂防林
に薬剤を散布して維持管理に努めている。
使用薬剤は、薬品名「エコワン３フロアブ
ル（有効成分チアクロプリド、200倍に希
釈して使用）」であり、松くい虫の散布薬
剤を比較して人体に一番影響の少ないと
判断されたものを使用している。

・ 散布日時は、事前に近隣住民にチラシ等
を配布し、防風ネットへの掲示や神奈川県
のホームページ等でお知らせする。

（3） 公共施設での
　　公衆電話の設置について

▶うみかぜテラスからタクシー
を呼ぼうとしたが公衆電話
がない。携帯電話を持って
いない者もいることを考慮
し、公共施設には公衆電話
やタクシー会社直通電話を
設置していただきたい。

◀教育推進部長からの回答
・ 施設の運用が始まって様々な課題が出てきて
いる。本件については検討していきたい。

（4） ごみの回収に関する
　　戸数の基準について

▶「燃やせるごみ、燃やせないごみ」は8世帯以上、
「資源物」は30世帯以上でないと回収にきてもら
えないが、戸数の基
 準を見直してもらえ
 ないか。

◀環境部長からの回答
・ 早急に対応するのは困難。ごみ回収の有料化
や戸別収集などもあわせて検討している。

◀市民からの質問
・ 8世帯以上の開発であれば新しくごみ集積場を
つくることになるが、それ以下の場合は、環境
指導員や自治会に相談が来るため、その対応
に負担が増加している。

・ 新たな開発で6世帯以上できる場合には、建
築確認の時点で「ごみ置き場を一ヶ所作りなさ
い」と指導するなど、地域の課題を解決できる
ように検討していただきたい。

◀都市部長からの回答
・ 小規模開発が増加しており、今後も環境部と
相談しながら対応していく。
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溝だったり、マスを入れて排水しているなど排
水計画に一貫性がない。県道であるため市の
下水道課だけでは対応できない。

・ まちぢから協議会の要望は、道路の拡幅とか、
用地買収して歩道を広げてほしいとかではな
く、現在ある7.5メートルの道路をきちっと整
備していただきたいということである。

・ 高砂通りは、バリアフリーで下水排水方式もスリッ
ト型で作られている。雄三通りは高砂通りよりも
幅員があり、同じ様に整備できるのではないか。

・ 市に移管すれば早期に解決できるのではない
か。市の回答に「今後は事業主体や整備手法
も含めたあらゆる可能性を模索していく」とあ
るが、「事業主体」はどうするかを具体的に説明
し、今後3～5年の間にこの危険な歩道の問題
を解決してもらいたい。

▶市民からの質問２
・ 雄三通りの歩道上にごみネッ
トが置かれている。ミラーも
そばにあり車いすは通れな
い。市はごみネットの設置を
指導・管理しているのか。

◀企画部長からの回答
・ 市が雄三通りを管理するとなると市の財政負担
の問題が出てくる。県から管理を引き継ぐ提
案は承り、協議もしたいが、なかなか難しい部
分もある。

・ バリアフリー化については、まずは粘り強く改
修について県に要望していきたい。昨年度の
市民集会以降、企画部から県に対して訴えて
きた結果、少しずつ改修が進んでいる。

◀建設部長からの回答
・ 現地を確認したところ、外側線（白いライン）
や横断歩道が薄くなっている。非常に危険で
あるため、バリアフリーと合わせて神奈川県の
藤沢土木事務所に強く申し入れをしていくとと
もに、今できる改善も要望していく。

◀環境部長からの回答
・ ごみの集積場所は、基本的には20世帯から

（4） 海岸のごみ収集について

・ 海岸のごみは各自が持ち帰るよう指示があ
り、以前あったごみ箱は撤収されている。
ごみの持ち帰りはマナーとしては大変良いこ
とだが、現実問題として、ごみを持ってバス
や電車に乗るのは難しい。

・ 結果として、バス停近くのマンションのゴミ
集積場所などにごみが放置される状況があ
り、近隣住民が迷惑している。マナー向上や
啓蒙とともに、ごみ収集車による回収なども
現実的な対応として再考いただけないか。

◀環境部長からの回答（要旨）

・ 海岸のごみ箱は平成26年度まで設置していた
が、排出量の増大に伴いごみ箱が溢れ、悪臭
の発生やネズミによる被害等の景観及び衛生
の面で支障をきたし撤去した。改めて海岸にご
み箱を設置することは考えていない。

・ ごみ収集の時間及び曜日変更も、市内全域で
の収集スケジュールの調整が必要となり、多く
の市民へ多大な影響を及ぼすため実現は困難。

・ 不適正排出の防止に向け、更なる啓発活動の推
進を行い、集積場所への啓発看板の掲示及び不
適正排出防止のため監視カメラ等を設置する。

・ バーベキュー関連商品を取り扱うコンビニ等の
事業者に対し、ごみの持ち帰り、地域の集積
場所への不適正排出防止の注意喚起を促す啓
発ポスターの掲示を依頼する。

・ 集積場所に対する不適正排出を抑制するにあ
たり、警察とも連携し、海岸だけでなく、地域
全体の美化が守られるよう、更に効果的な周
知啓発に努める。

とある。しかし、南二丁目が警察独身寮敷地内
に置いている防災倉庫について、用地借用契約
の更新手続きの際に令和2年7月までと言われ
た。令和2年7月以降に独身寮廃止があるので
はないか。茅ヶ崎市は既に認識しているか。

▶市民からの質問２
・ 県に対して我々の要望をもっときちんと伝えて
もらいたい。令和2年7月以降に廃寮になる
のか、一刻も早く確認してほしい。既に県が用
地売却等の手続きを開始している可能性もあ
る。真剣に取り組んでほしい。

◀総務部長からの回答
・ 海岸地区の大きな課題だとは十分に認識して
いる。きちんと要望を伝えながら茅ヶ崎警察に
確認したところ、「明確な情報はない」とのこと
だった。しかし、令和2年7月の情報については、
再度茅ヶ崎警察に確認する。

・ 警察独身寮用地の買い取りは財政的に困難であ
り、既存の公共施設の再整備なども進めていく。

▶市民からの質問３
・ 茅ヶ崎警察署移転先は茅ヶ崎市が所有する土
地であれば、県の所有地である警察独身寮用
地を等価交換という形で、市が利用することは
できないか。

◀企画部長からの回答
・ 茅ヶ崎警察署移転先用地は既に県が市から購
入済みである。

◇補足
 後日、市民自治推進課長から、林会長へ次の
内容の電話連絡があった。

令和2年8月1日で警察署独身寮は廃寮となり、
用地は県警察本部から県の管理となる。



・ 非常に地価の高い海岸地区では新たな用地
を取得するのは難しい。神奈川県警の独身
寮を移転し、そこに集会施設を建設する以
外の選択肢はないと考える。

・ 集会施設の確保のため賃借物件を捜してい
るが、市の補助は月額5万円までということ
で地域の負担も大変大きくなっている。

◀総務部長からの回答（要旨）
・ 海岸地区コミュニティセンターは昭和61年に
設置された地域集会施設であり、床面積300
㎡と市内の地域集会施設の中でも狭く、市民
集会などが開催できないことは認識している。

・ 海岸地区では一定規模の公有地がない中で
は、警察独身寮用地は地域集会施設など地域
の活動拠点としては十分な面積であると認識し
ている。茅ヶ崎警察署に移転等の予定がある
のかを確認したところ、現段階では明確な情報
はないとの回答を得ている。

・ 警察独身寮は、土地は神奈川県が所有、建物
は神奈川県警察が所有し茅ヶ崎警察署が管理
している。県が所有地を処分する場合、一般
的には①県として利活用、②所在する自治体へ
の買い取り打診、③民間への売却、という順で
進められる。しかし、厳しい財政状況の中で、
警察独身寮用地を買い取り、市として新事業
に取り組むことは非常に困難である。

・ 地域集会施設のほか、地区内にある小・中学
校や、茅ヶ崎公園体験学習センター「うみかぜ
テラス」をはじめとした近隣地域にある施設を、
有効に活用いただきたい。

▶市民からの質問１
・ 市の回答には「茅ヶ崎警察署に移転等の予定が
あるのか確認したところ、残念ながら現段階で
は明確な情報はないとの回答を得ております。」

◀市民安全部長からの回答
・ 平成30年度はＧＩＳを使用し有効性は認識でき
たが、運用業務の支援委託料やライセンス使
用料などに加え、ＰＣ機器等の機材費用もかか
るため、早急に導入することは困難である。

・ 当面は、紙媒体による情報受伝達訓練の充実
を図る方向で、市職員の研修を進めていきた
い。限られた財政の中で、市の事業の優先事
項を見極めながら検討していく。

▶市民からの質問２
・ 高砂コミュニティセンターやブランチ茅ヶ崎な
どの茅ヶ崎市の公共施設には公衆無線LAN
（茅ヶ崎市FREESPOT）が導入されている。防
災拠点である公立小中学校への導入を即座に
進めることが困難と回答されているが、既存
のものを利用すれば可能ではないか。

◀企画部長からの回答
・ 小中学校の無線ＬＡＮの設備の拡充については
検討している。しかし、既にＪＣＯＭの配線が
導入されているため、それを利用して対応で
きないかを検討している。

・ 既存の公衆無線ＬＡＮ（茅ヶ崎市FREESPOT）
があることを伺ったので、具体的に検討する。

（3） 海岸地区における
 集会施設の整備について

・ 昨年の市民集会では、地域の集会施設が未
整備である湘北地区や松林地区を優先すると
いう回答だった。しかし、これら地域には海
岸地区コミュニティセンターよりも部屋数や
収容人数が多い公民館があり、海岸地区の
集会施設の問題は最優先でお願いしたい。

30世帯に対して一ヶ所設置してもらいたい。地
域の方から土地を提供してもらったり、道路の
片隅に設置したりしている。開発された場所ご
とに集積場所を新規に設置することは難しい。

（2） 公助につなげる情報伝達について

・ 災害の発生時に、市は災害情報をどのよう
に収集・把握しているのか。最近はスマー
トホンやＳＮＳを利用しインターネットの活用
が普及している。そのような環境下で、市
ではどのようにそれらを利用する計画がある
のか説明いただきたい。

◀市民安全部長からの回答（要旨）
・ 情報の集約・分析、被害状況の共有、最新の
対応状況の把握を的確に行い、災害対策本部
の意思決定を支援するシステムとして、平成２
８年度より「茅ヶ崎市災害対応ＧＩＳシステム」を
本格導入した。災害対策本部での活用を想定
したものであり、災害対策地区防災拠点であ
る公立小中学校での活用は想定していない。

・ 今年度の海岸地区防災訓練において、災害対
策地区防災拠点との情報共有にも活用できる
ことが分かった。しかし、現システムを地域の
中で活用するには、費用面や設備面等で課題
があり、インターネットを活用した情報収集、
情報共有の方法を研究していく。

・ 災害対策地区防災拠点である公立小中学校に
公衆無線ＬＡＮ環境が整えば、災害対策本部へ
の情報提供や、避難者による災害情報の収集、
地域や避難者の間での安否確認などが円滑に
行うことができる。ＬＡＮ環境の整備など災害対
策地区防災拠点の機能強化に向けて検討する。

▶市民からの質問１
・ 情報受伝達は、市民にとって公助につながる
最も重要なものであり、今年度はＧＩＳを利用し
た結果、非常にうまくいった。

・ 平成31年10月に予定している海岸地区の防災
訓練では、インターネットの利用についてどの
程度準備ができているか教えていただきたい。

（1） 雄三通りの歩道部分の
      バリアフリー化について

・ 鉄砲道以南の雄三通りの歩道部分は、歩道
の幅が狭く、急な勾配や横方向の傾きがあ
り車椅子や高齢者の通行に際して非常に危
険な状況にある。

・ 雄三通りは海岸地区住民の生活基幹道路で
あり市民の重要な生活道路である。改修を
県に対して強く働きかけていただきたい。

・ 県道である雄三通りの改修に関して、市が
雄三通りの管理を県から引き継ぎ、市道と
して管理すれば、解決の方向に進むのでは
ないか。

◀企画部長からの回答（要旨）
・ 幅員20ｍの道路として昭和54年8月に都市
計画が決定された県道310号（雄三通り）は、
交通量に対し幅員が狭く、鉄砲道以南におい
て歩道での段差が多いことは市も認識してい

る。雄三通りを安全安心な道路とするため、
神奈川県に対して道路拡幅や歩道整備を要望
している。

・ 神奈川県は当面の対策として、歩道上の側溝
蓋の補修や歩道切り下げ部分の勾配を緩やか
にするなど、歩行者が歩きやすいよう整備に努
めている。

・ 歩行者や車椅子の安全安心を第一に考え、雄
三通りの道路拡幅や歩道整備について、事業
主体や整備手法も含め、中長期的な視点に立っ
て課題解決に向けて神奈川県と協議していく。

▶市民からの質問１
・ まちぢから協議会は雄三通りの県から市への
移管を提案しているが、それに関連する財政
の問題に触れていない。市への移管には賛成
だが、きちんと管理ができるのか。

●まちぢから協議会からの補足説明（林会長）
・ 40年前の計画では幅20メートルで国道134
号線から茅ヶ崎駅を地下道で超え、国道1号
線と寒川までつながる壮大な計画だった。しか
し、現在そのような計画は実現不可能である。

・ 県が予算を組む場合、重要なところから予算
化する。県からみれば、雄三通りは全く重要で
はないため、県に対して整備を要望しても非常
に難しいと認識している。

・ 雄三通りの排水計画は、スリットが入ったＵ字

・ 貴重なご意見どうもありがとうございました。
・ 雄三通りの危険性については認識をしている。
小出県道（七曲り）も下から整備し甘沼のあた
りまで完了した。七曲りは通学路のため優先的
に整備した。雄三通りもたくさんの子どもが学
校に通っている。県に対してしっかりと訴えて
いきたい。

・ 県にあれやれこれやれと言っても県は中々動か
ない。市は下水道整備をしっかりと進めるので、
それに合わせて県も整備を進めて欲しいという
ように話を持って行かないと前に進まない。

・ 県議会議員の日下先生や市議の方々と一緒に
なってこういった問題を解決していきたい。
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溝だったり、マスを入れて排水しているなど排
水計画に一貫性がない。県道であるため市の
下水道課だけでは対応できない。

・ まちぢから協議会の要望は、道路の拡幅とか、
用地買収して歩道を広げてほしいとかではな
く、現在ある7.5メートルの道路をきちっと整
備していただきたいということである。

・ 高砂通りは、バリアフリーで下水排水方式もスリッ
ト型で作られている。雄三通りは高砂通りよりも
幅員があり、同じ様に整備できるのではないか。

・ 市に移管すれば早期に解決できるのではない
か。市の回答に「今後は事業主体や整備手法
も含めたあらゆる可能性を模索していく」とあ
るが、「事業主体」はどうするかを具体的に説明
し、今後3～5年の間にこの危険な歩道の問題
を解決してもらいたい。

▶市民からの質問２
・ 雄三通りの歩道上にごみネッ
トが置かれている。ミラーも
そばにあり車いすは通れな
い。市はごみネットの設置を
指導・管理しているのか。

◀企画部長からの回答
・ 市が雄三通りを管理するとなると市の財政負担
の問題が出てくる。県から管理を引き継ぐ提
案は承り、協議もしたいが、なかなか難しい部
分もある。

・ バリアフリー化については、まずは粘り強く改
修について県に要望していきたい。昨年度の
市民集会以降、企画部から県に対して訴えて
きた結果、少しずつ改修が進んでいる。

◀建設部長からの回答
・ 現地を確認したところ、外側線（白いライン）
や横断歩道が薄くなっている。非常に危険で
あるため、バリアフリーと合わせて神奈川県の
藤沢土木事務所に強く申し入れをしていくとと
もに、今できる改善も要望していく。

◀環境部長からの回答
・ ごみの集積場所は、基本的には20世帯から

市長のまとめ
・ 住民の要望を市政にしっかり反映していただく
ため、また、災害時において強い共助を発揮
するため、地域住民、まちぢから協議会、行
政を交えたオープンな対話が重要であり、こ
のような機会を増やしていただきたい。

・ 新市長と行政の皆さまに、大きな期待を寄せ
るとともに、「安心安全は信頼の上にしか成り立
たない」という言葉を胸に、まちぢから協議会
として努力して参ります。

閉会の言葉 （山田秀砂委員）

茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会のホームページ内に海岸
地区まちぢから協議会のホームページを開設しています。
毎月の運営委員会の議事録、行事案内のほか、広報紙（本紙）

など海岸地区まちぢから協議会のホットな情報を提供していま
す。また、回覧なども随時掲示していきますので回覧の確認に
もご利用ください。

ホームページのアドレス
c-machi.sakura.ne.jp/wp/kaigan/ 茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会

ホームページ

（4） 海岸のごみ収集について

・ 海岸のごみは各自が持ち帰るよう指示があ
り、以前あったごみ箱は撤収されている。
ごみの持ち帰りはマナーとしては大変良いこ
とだが、現実問題として、ごみを持ってバス
や電車に乗るのは難しい。

・ 結果として、バス停近くのマンションのゴミ
集積場所などにごみが放置される状況があ
り、近隣住民が迷惑している。マナー向上や
啓蒙とともに、ごみ収集車による回収なども
現実的な対応として再考いただけないか。

◀環境部長からの回答（要旨）

・ 海岸のごみ箱は平成26年度まで設置していた
が、排出量の増大に伴いごみ箱が溢れ、悪臭
の発生やネズミによる被害等の景観及び衛生
の面で支障をきたし撤去した。改めて海岸にご
み箱を設置することは考えていない。

・ ごみ収集の時間及び曜日変更も、市内全域で
の収集スケジュールの調整が必要となり、多く
の市民へ多大な影響を及ぼすため実現は困難。

・ 不適正排出の防止に向け、更なる啓発活動の推
進を行い、集積場所への啓発看板の掲示及び不
適正排出防止のため監視カメラ等を設置する。

・ バーベキュー関連商品を取り扱うコンビニ等の
事業者に対し、ごみの持ち帰り、地域の集積
場所への不適正排出防止の注意喚起を促す啓
発ポスターの掲示を依頼する。

・ 集積場所に対する不適正排出を抑制するにあ
たり、警察とも連携し、海岸だけでなく、地域
全体の美化が守られるよう、更に効果的な周
知啓発に努める。

とある。しかし、南二丁目が警察独身寮敷地内
に置いている防災倉庫について、用地借用契約
の更新手続きの際に令和2年7月までと言われ
た。令和2年7月以降に独身寮廃止があるので
はないか。茅ヶ崎市は既に認識しているか。

▶市民からの質問２
・ 県に対して我々の要望をもっときちんと伝えて
もらいたい。令和2年7月以降に廃寮になる
のか、一刻も早く確認してほしい。既に県が用
地売却等の手続きを開始している可能性もあ
る。真剣に取り組んでほしい。

◀総務部長からの回答
・ 海岸地区の大きな課題だとは十分に認識して
いる。きちんと要望を伝えながら茅ヶ崎警察に
確認したところ、「明確な情報はない」とのこと
だった。しかし、令和2年7月の情報については、
再度茅ヶ崎警察に確認する。

・ 警察独身寮用地の買い取りは財政的に困難であ
り、既存の公共施設の再整備なども進めていく。

▶市民からの質問３
・ 茅ヶ崎警察署移転先は茅ヶ崎市が所有する土
地であれば、県の所有地である警察独身寮用
地を等価交換という形で、市が利用することは
できないか。

◀企画部長からの回答
・ 茅ヶ崎警察署移転先用地は既に県が市から購
入済みである。

◇補足
 後日、市民自治推進課長から、林会長へ次の
内容の電話連絡があった。

令和2年8月1日で警察署独身寮は廃寮となり、
用地は県警察本部から県の管理となる。

まちぢから協議会ホームページのご案内まちぢから協議会ホームページのご案内

※本概要は、質疑の要旨を記載したものであ
り、市民集会を詳細に記録したものではあ
りません。したがって、一部割愛した質疑
があることをご了承ください。

ご
参
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あ
り
が
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ざ
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し
た
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疲
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で
し
た



12　海岸まちぢから　第２号

前市長が急逝されたことにより、掲載記事の関係で第２号発行日の見直し
が余儀なくされましたが、ようやく発行に漕ぎつけました。今後は年２回、６月、
１２月に発行する予定です。
第２号は市民集会の概要を８頁にわたる特集号として編集しました。読者の
関心が高いと思われる記事を引き続きお届けするつもりです。
平成が終わり、令和に改元されました。人が人として、生きやすい時代に

なればと願うばかりです。（K.T.）

編・集
・後・記

　防災訓練を実施しました。
昨年、10月27日(土)、東海岸小学校で恒例の『海岸地区まち

ぢから協議会防災訓練』を開催しました。
海岸地区12自治会の会員を中心とする地域住民と小中学生が
50名、市からは夜光副市長、市民安全部長、防災対策課長並びに
職員、学校側からは小中学校校長先生、教頭先生にご参列いただき、
総勢600名弱と茅ヶ崎市最大の規模で訓練を開始しました。
この訓練は、海岸地区にお住いの皆様の安心と安全を守るための
自助、共助そして公助に繫げる訓練です。
『10月27日午前8時相模湾を中心とした震度7の大地震が発生。
茅ヶ崎市は各所で家屋の倒壊と火災等、大被害に遭遇』ということを
想定した訓練がはじまりました。それぞれの地域で安否確認訓練を
し、避難所である東海岸小学校に避難。訓練は、校庭、体育館、
教室で、①倒壊家屋からの救出、②心肺蘇生並びにAED、③濃煙体
験、④起震車、⑤車椅子搬送、⑥情報受伝達訓練、⑦炊き出しの7種
類を実施しました。
①～⑥は自助、共助の訓練で全員が参加し、⑦は公助に繫げる訓
練で役員主体の訓練でしたが、小中学生が大人と共に積極的に、そ
して真剣に頑張っている姿は頼もしく、訓練会場を盛り上げてくれま
した。 (防災安全部会)

　梅まつりが開催されました。
今年も２月１１日（月）１０時から１４時まで、高砂緑地で梅まつりが
開催されました。
当日は降雪の予報もあり天候が心配されたものの、曇りで寒い一

日ではありましたが、無事開催することができました。
梅の花はチラホラ咲いている程度で、人出が懸念されましたが、
案に相異して例年に増して大勢の来場者に恵まれ、焼きそば、ポッ
プコーンをはじめ、ほとんどの売店が早々に売り切れてしまいました。
恒例の子ども太鼓が演奏されたほか、緑地内の松籟庵でお茶席が
催され２００名の方が参加されました。
梅まつりは今回が３５回目の開催となり、歴史を重ね近郊からも人
が集まる祭りとして知られるようになってきました。（イベント企画部会）

車椅子搬送

倒壊家屋からの救出

松籟庵でのお茶席

あま酒も好評でした




